
中国の企業経営
一 企業改革 と外資導入 を中心 として

丹 野 勲

は じ め に

中国 は,現 在,経 済社会 の近代化 を実現 すべ く多 くの点 で改革 を行 って い

る。 この改革路線 が将来 とも不変 であ るか について は種 々の議論 が あるが
,

多少 の変動 はあ るに しろ,基 本的 には改革路線 は変化 しないだ ろ うとい う見

方が一一般的 であ る。 中国の改革政策 は,多 岐 にわた り,農 業改革,経 済改革,

企 業改革,企 業経営管理改革,対 外開放 改革 等が ある。本稿 で は,中 国 の改

革政策 のなかで,経 済改革,特 に企業改革 と対外 開放改革 を中心 に研究 す る
。

中国 の企業改革 は,経 営学 の視 点か ら見 て も極 めて興 味が あ る。社会主義

の体 制下で,中 国 は国営 ・公有企業 の所有形態 の多様化 や株 式制度 の導入 と

い った資本 主義 的経済改革 を行 ってい るか らであ る
。社会 主義 は,企 業の所

有形態 を国有 ・公有 とす るのが,そ の理 念で あるが,中 国 では その理 念か ら

はみ出 した政策 を大胆 に実行 して いる。 さ らにs企 業 自主権 の拡大や,工 場

長責任制,経 営責任請負制 といった国の権 限 を減 らし,企 業 に権 限 を委譲す

る政策 が行 われてい る。 これ らの政 策 は,従 来 の社会 主義 での企業 の あ り方

に問題 を投 げか けてい る。本稿 で は,中 国の企業政革 の最近 の動 向について
,

主 に経 営学的視 点 よ り考察 す る。
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また,中 国 は対外開放政策 を実行 し,経 済 成長 を促進 しよう としてい る。

その政策 の核 は,外 資 の積極 的導入で ある。本稿で は,中 国の最近の外資政

策 につ いて も考察す る。

以上 の ように,本 稿 の主要な論点 は,国 際比較 経営の視点 によ り,中 国の

企業経営環境 として極 めて重要で ある と考 え られ る企業改革 と外資政策 につ

いて研 究 しようとす る もので ある。

第1節 中国の経済 改革 企業改革の進展

1978年 か ら始 まった 中国 の経済改革 は,急 速 なテ ンポで進 展 してい る。特

に,企 業 の活性化,業 績 向上 を目的 とした企 業改革が,大 胆 に行 われてい る。

社会 主義体制下 で,ど う企 業 を活性 化 させ るか,さ かんに模索が行われ てお

り,徐 々 にで はあるが成果が現われ て きてい る。経営学 の視点 よ り中国の企

業改革 を見 ると,所 有制改革 お よび経営管理改革 が重要で ある。
1)

中国の経済改革 の歴史 を見 る と,三 つの段 階が ある。

第1段 階 は,78年 か ら84年10月 まで の時期 で,主 に農村 の経済改革が重点

的 に行 なわれた。人民公社が解体 し,全 面 的に農家生産請 負制が 実施 された。

農家 は,農 業生産 の基本単位 とな り,あ る程度独立 した生産者 とな った。

第2段 階 は,84年10月 か ら87年10月 までの時期で,都 市経済 の改革 と企業

改革 の時代 で ある。所 有形 態の多様 化,お よび経営責任請負制,工 場長責任

制 といった経営管理 の改革が本格 的 に開始 された。企業利潤 の配分,賃 金制

度,市 場経済 の導入 とい った改革 も行 なわれた。 さ らに,こ の時期 に重要 な

改 革 は,経 済 開放政策 の実施 で ある。

第3段 階 は,87年10月 か ら現在 までの時期 で,経 済改革 の調整 と改革 の一・

層の深化 の時代で あ る。 イ ンフレ,社 会不安,経 済過熱 を調整 し,経 済改革

を押 し進 め るべ く従来 の改革政策 に対 して微調整 を行 った。
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1-1所 有制政革

(1)所 有形態の多様化

所 有制改革 について は,国 有制,公 有制 のみ な らず,各 種 の所有形態 を認

め る ことにある。す なわ ち,全 人民所有制企業(国 有制)の ほか に
,集 団所

有制企業,個 人所有制企業,私 営企業,外 資企業,外 資 との合弁 ・合 営企 業

といった各 種の所有形態 の企業 を許容,発 展 させ る ことにあ る。1987年 には,

10年 前 と比較 して,全 人民所 有制企業 の生産額 は倍増 したが
,全 国の工 業総

生 産 額 に 占 め る シ ェア は,8・.S%か ら59 .7%に 低 下 し摺.他 方藻 団所 離 り

企 業 の生 産 額 は,4倍 に増 え,そ の シ ェ ア は,19 .2%か ら,23.9%に 上 昇 し

た。 また,都 市,農 村 の個人 経 営 企 業 と私 営 企 業 は,無 か ら有 へ と発 展 し,

そ の シ ェア は,14,4%を しめ た。外 国 投 資 企 業 との合 弁企 業 の シ ェ ア は
,2.02

%を 占 め て お り,外 資 系企 業 は,1万 社 を超 え,合 計 投 資 額 はs228億 ドル に

達 して い る。

90年 には,全 人 民 所 有 制 企 業 の 工 業 総 生 産 に 占 め る シ ェア は
,54.6%に 低

下 した の に対 しy集 団 所 有 制 企 業 の シ ェア は35 .6%に 高 まった 。また,都 市 ・

鮒 の個 人 鰭 企業 の シ ェ ア は5.4%で あ31.近 年,こ れ らの 非 国 醐 企 業 の

発 展 の テ ンポ は,全 人 民 制 企 業 の 発 展 を大 幅 に上 回 って い る。

中国の企業形態を蹟 パターンか硯 ると,以 下の企業が存在して曜 。

① 全人民所 有制企業

いわゆ る国営企業 で ある。全人 民所 有制企業 は
,近 年その比重 が低下 して

いるに もか かわ らず,依 然 中国の経済 の なか で中心的 な地位 を占めて いる
。

重点工場 と言われ る大規模工場 の多 くは全人民所 有制企業 であ る。全人民所

有制企業 の工場 は,「 大規模 ですべての生産 設備 や工程が揃 ってい る」
,と か

「小規模 であ るが,す べての生産 設備 や工程 が揃 ってい る」 とい った万 能工

場 が多 い。 また,大 規模 な工場 で は,文 化 ・娯 楽施 設,図 書館,運 動場,食

堂 か ら社宅,託 児所,幼 稚園,小 中学校,病 院,理 髪店 ,ク リーニ ング店,

浴場 な どまで併設 してい る企 業 も多 い。
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② 集 団所有制企業

集 団所有制企業 も,中 国経 済の なかで重要 な役割 を果た している。近年,

郷鎮企業 と言われ る農村 での集団所有制企業 は,急 速 な発展 を遂 げてい る。

現在 では,大 規模企業 のための部 品や,中 国国民の生活 に必 要な製品の生産・

輸 出製 品の生産 等 を担 当 して中国経済の発 展 に積極 的 に貢献 して いる。

③ 私有企業
5}

私有企業 は近年発展 して きた企業形態 であ る。私有企業 には,個 人企業 と

私営企業 に分類 され る。個人企 業 は従 業員が8人 未満で あ るの に対 して,私

営企業 は従 業員が8人 以上 であ る民 間資本 による企業形態 で ある。

個 人企業,私 営企業 とも,79年 の改革 ・開放政策へ の大転換後復活 した。

私有企業 は順調 に増加 し,88年 末 には,固 定 資産原簿価額 の2%,生 産経営

資金 の2%,従 業員 の4.2%を 占める まで になった。89年 になる と私有企業の

数 は減 少 したが,90年 か らまた増加 してい る。92年6月 末 には工商局 に登録

された私営企業 は11万700社,前 年末 に比較 して2.7%増 加 した。登録 された

全工商業企業 に占め る私営企業 の割合 は,2.16%で ある。特 に,個 人 企業,

私営企業 とも,広 東省 の比 重が高 い。

④ 連 合混合所有制企業
6)

連合混合所有制企業連合 は,各 種 の企業 が連合 した形 の企業形態 であ る。

連合 の形態 には,国,集 団,個 人所有制企 業間の連 合,国 と集団所有制企 業

間の連合y集 団 と個人所 有制 企業の連 合 な どさ まざ まな ものが ある。79年 の

改革 ・開放路線 へ の転換 に よ り,横 割 の経済連合 とい う新 しい経済連合 とし

て混合所有制企業が登場 し,近 年一層 発展 してい る。

⑤ 外資 系企業

外資 系企業 として,全 額 外資企業,中 外 合弁企業,中 外合作経 営企業 の三
ア　

つ の企 業形 態が あ る。 これ らの企業 を中国 では 「三資企業」 と呼 んで いる。

全額外資企業 は,外 国資本 が100%出 資 した形 の企業 で ある。中外合弁企業

は,外 国資本 と中国国内資本 との合弁形 態の企 業で ある。外資 の出資 比率 は
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25%以 上必 要 とされ る。 中外合作経営企業 は,外 国投 資家 は資金,技 術 と一

部 の原材料 を提供 し,中 国側 は土地,工 場 の建物 と若干 の施 設お よび役務 を

提 供 して,双 方 に合意 され た条件 と契約 の規 定 に よ り収益 を配分 す る企業 で

あ る。出資比率 につ いて も規定 され てお らず双 方の契約 に よって決定 され る
。

中外合弁企業 と中外合作経 営企業の大 きな相違点 は,合 弁企 業 は中国領内 に

法人資格 を有す ものであ るの に対 し,合 作 経営企業 は中国側 と外 資側 の双 方

が それ ぞれ法人 身分 の ままで協力 を行 って もよい とされ る点 であ る
。

② 郷鎮企業

郷 鎮企業 は,近 年急速 に成長 してお り,新 しい企業 として注 目を集 めてい

る。郷 鎮企 業 とは,一 般 に中国農村地 区 にある非国営企業 で,町 や村(中 国

語 で郷鎮)ま た は農民 によって作 られ た非農林水産業 の企 業で あ る。郷鎮企

業 の所有形態 は,集 団所有制,農 家合作経営,個 人経営,私 経 営,国 内 また

は外国企業 との合弁 ・合作経営,な ど多様 で ある。 そのなかで も近年,特 に

個人経 営 ・私経 営形態の郷鎮企業 の発展 が著 しい。産 業か ら見 れ ば,郷 鎮企

業 は,工 業,商 業,飲 食 サー ビス業,建 築業,交 通運輸 な ど多岐 にわた って

いる.顯 企業 のタイプ として は,以 下の よ うな形が 諾 。

① 大企 業関連 タイプrA市 の国営企業 と提携 して国営企業 のため に部

品 を生産,加 工 して いる部 品生産 の下請企業,あ るいは国営企業 の一作

業部門 としてOEM生 産 を行 なってい る郷鎮企業 の タイ プ。一 部 の企 業

は,独 立的部品企業 もあ る。

② 資源 開発 タイプー 石炭や石炭石 な どの鉱産物 の採 掘 にあた るほか,

瓦,セ メ ン トな ど建築材料 の生産 を行 ってい る。

③ 伝統 的 な手工業品 開発 タイプ 手工 業品,伝 統的紡織 縫製技術 を

いか した製 品 を製造す るタイプ。

④ 栽培,飼 育,加 工 を行 うタイプ 農業,副 業生産物 の加 工や畜産 の

飼育 な どを組 み合 わせた形 で ある。

⑤ 輸 出 タイプ 沿岸地 区に多い,輸 出品 を生産 す る外向型企業。外 国
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企業 の委託 に よ り加工 ・組 み立 てな どの作業 を し,製 品 を輸 出す る委託

加工企業 や,自 社 の ブラン ドで輸 出 して いる自社 製品輸 出企 業が ある。

⑥ 第3次 産業 タイ プー 観 光地 におけるホテルや レス トラ ンの経営,農

村 の交通運輸 業,商 業,飲 食業 な ど。

郷鎮企業 は,農 村経済改 革お よび中国の全面 的経 済改 革 によって生み出 さ

れた もので ある。郷鎮 企業 は}以 前 は社 隊企業,す なわ ち人民公社や生産大

隊の経営す る企業で あった。84年 以降,農 村経済体制改革 の展開 による人民

公社 の解体 に ともなって,旧 来 の社隊企 業の経営 管理方式 の改革 が行 われ る

と同時 に,社 隊企業 も郷鎮企 業 と改称 した。 また,一 部 の郷 鎮企 業 は郷(鎮)

政府所 属 とな り,郷(鎮)政 府所有 の企業 となった。一方 に,郷(鎮)政 府

に よって作 られた郷鎮企業 もで きて きた。 また,行 政 区画 を越 えて連携 した

共 同経営方式 の企業体 や複数 の農家 か らなる経済連合体,個 人経 営企 業 とし

ての郷鎮企業 な ど,多 種 多様 な企業形態が出現 した。現在,中 国で はそれ ら

農村 にお ける非農林 牧畜業 の企業 を郷鎮企業 とい ってい る。社隊企業 は現在

の郷鎮企業 とは性格が相違 す る。社隊企業 は旧来 の人民公社 また は生産大隊

に よ り上 か ら作 られ,そ の経 営管理 も改革以 前の都市集 団企業 と同 じ く行政

命令 的 システムで あった。 これ に対 して,郷 鎮企業 の経営管理 は,基 本的 に

市場 メカニ ズム に まかせ,企 業 の経営者が,国 営企業 お よび都市 の集 団企業

よ り,き わ めて大 きな 自由裁量権 限 を有 してい る。 す なわ ち,郷 鎮企業 は損

益 自己責任 を持 ち,市 場 に依存 す る商 品生産 者 とい う性格 を有 している。

郷鎮企 業の発展モ デル として 「蘇南 モ デル」 と 「温州 モデル」が有名で あ
9)
.繭 モ デル は,江 蘇省南部地 区の発展方式 であ り,そ の特徴 は,郷 有,

村有 といった集 団所有制企業 の占め る比重 が圧倒 的 に高い。 このモデルの郷

鎮企業 の経営 主体 は実質 的 には郷政府 で あ り,村 民委 員会で ある。温州モ デ

ル は,江 省温 州一一帯 の発展方式で あ り,そ の特徴 は,個 人企業,私 営企業 と

いった私営経済が 中心で発展 を遂 げてい る。 このモデルの郷鎮企業 は,家 族

企業 といった零細企業が ほ とん どであ る。
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近年,郷 鎮企 業 は急速 に成長 してい る。特 に伸 びが著 しいのは,私 営企業
lo)

と個人経 営の郷鎮企 業で あ る。78年 か ら91年 まで,郷 鎮企業 の数 は152万 社 か

ら1900万 社以上 に,従 業員数 は,2800万 人余 りか ら9600万 人 余 りに増加 した
。

生 産総額 は,495億 元 か ら1兆1621億 元 に増 え,年 平均伸 び率 は27 .7%と い う

驚 異的 な数字 で ある。郷鎮企業工業生産額 は工業総 生産 額 のほぼ3分 の1を

占めて いる。 中国エ コノ ミス トたち は,今 世紀末 まで に,中 国農民 の純収入

の3分 の2は 郷鎮企業 によって獲 得す る もの とな ろう,と 予測 して い器 エ

コノ ミス トたちは今世紀末 まで に,農 村 で1億4000万 人 の余剰労働力(農 村

総 労働 力の約30%を 占め る)が 郷鎮企業 に進 出す るだろ うと見 てい る。郷鎮

企業 は,農 民が農業 に従事 し,都 市住民が工業 や商業 に従事 す る とい う中国

の伝統的枠組 み を大 き く変 えた。改革 ・開放政策 のおか げで,中 国郷鎮 企業

の生産額 は,87年 は じめて農業生産額 を上 回 った。現在農村 では,5人 の労

働 力の うち1人 が郷鎮企業 で働 いてい る。

郷鎮 企業 は現在 の中国経済成長 お よび経済改革 に対 して以 下の役割 を果 た

してい る。

① 農村過剰労働力 の吸収

中国 では,農 村 に大量 の農業余剰労働力 が存在 し,そ の上労働力 の都市部

への流入 を制限す る戸i籍制度が存在 してい る。 この農村部 の農 業過剰労働 力

を吸収 す る役割 として郷 鎮企 業の役割 は重要 であ る。

た とえば,中 国東部 の江蘇省 で は,郷 鎮企業が急速 に発展 し,農 村部 の余

剰 労働 力 を吸収 す る役割 を演 じてい る。 そ して,余 剰労働 力 の存在 が郷鎮企

業 を発 展 させ る内在的要因 となってい る。江蘇省 の人 口は6843万 人 で,農 村

部 の労働人 口3679万 で ある。その うち,郷 鎮企業の従業員数 は865万 人 を占め

てい る。同省 の郷鎮企業 の従 業員の うち,800万 人 が同省 の農民,30万 人が都

市部 の住民 であ った。 同省 の92年 の郷 鎮企 業数 は82万 社 を超 え,そ の生産 額

は1700億 元 を上 回ってい る。

② 農村生産 の商品化 と社会化 を促進 し,農 村産業構 造の高度 化 を もた ら
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し,都 市 と農村の格差 を縮小 させ る役割

工業,商 業,飲 食 サー ビス業,建 築業 お よび輸送業 にわたった農村郷鎮企

業 の勃興 によって,従 来 の中国農村 の食料 生産 中心 の単一一構造 か ら,農 村 の

産業構造 を高度化 させた。 すなわ ち,綿 花,油 料作物,た ば こな どの経済作

物,牧 畜,漁 業,林 業,副 業 を含 む広義の農業へ,さ らに工業,商 業,交 通

運輸,サ ー ビス業 を含 む ものに,そ の内容が拡大 してい る。 また,郷 鎮企業

は農産物 の加工,輸 送 に よって農業生産 を含 む農村生産 の商 品化 と社会化 を

促 してい る。郷鎮企業 の発 展 によって,農 民 の所得 が引 き上 げ られ る と同時

に,農 村 消費 水準 の向上 と消費構 造の変化 を もた らし,農 村 の経済生活 も豊

富化,活 性 化 され ている。

③ 郷鎮企業 の発展 は商 品経済,工 業生産 な ど現代的生産方式 と生活方法

を,今 まで閉鎖 された中国農村 の 自給 自足 の社会 に持 ちこみ,経 済 だ けで は

な く,農 村 の政 治,文 化,教 育 お よび思想観念 につい て もその発 展 と進歩 を

促 してい る。

④ 郷 鎮企業 は,国 家 に対 して多額 の税 を納付 し,郷,村 財政 に対 して も

多 くの寄与 を もた らしてい る。

郷鎮企業 は,中 国経済,社 会 に以上 の ような大 きな貢献 をして きたわ けで

あ るが,現 在,中 国郷鎖企業 は,以 下の問題 点 を も指 摘 されてい る。

① 企 業規模 が小 さい。郷鎮 企業の90%以 上 は家族 工場,個 人 経営で あ り,

企業の規模 が小 さい。 それ は,郷 鎮企業 に とって市場 の変化 に的確 に対

応で きる とい うメ リッ トもあ るが,体 質 が脆弱 のため破産 しやす い面 も

あ る。

② 企業 の技術水準 と経営管理水準 の立 ち後 れ。郷鎮企 業 は労働集約産業

と手工業産業 を主 としてお り企 業の技術 水準 が低 い。 また設備 も古いの

が一般 的で ある。郷鎮 企業 によっては,公 害処理設備 が ないた め,当 該

地域 に工場 汚染 を もた らしてい る場合 もあ る。

③ 不足す る資金,物 資,エ ネルギー を大都市 の大企業 との間で奪 いあ う
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ようにな る。 それ によって貴重 な物資が生産効率 の低 い郷鎮 企業 に多 く

流れ,効 率 の高 い大企業 で は原材料,エ ネル ギーが不足 す る ことにな り,

マ クロ的 に見 る と効 率 を低下 させ,資 源 の浪費 とな る場合が あ る
。 エネ

ルギー 原材料 をむだに使用 す るな どのデメ リッ トも見 られ12}
。

中国政府 は,郷 鎮企業 の発展 を非常 に重視 し,特 に80年 代 に入 ってか ら,

顯 企業の発展に漣 の奨励 支ｺ一 策をとっ発.例 斌 新規設立の顯

企業 には1年 以 内の減免税 の恩典 を与 えた。郷 鎮企業の ボーナス税 を免除 し
,

財政 の低金利融 資で郷 鎮企業 の技術改善 を支i援し,各 種 専門人材 の郷鎮企業

への就職 を奨励 した。

90年 代 に入 って,政 府 はさ らに郷 鎮企業 を支援 す る一連 の措置 を交付 した
。

た とえば}以 下が あ る。

① 郷鎮 企業の必要 とす る資金 について,農 民 の 自己調達 と企業 の 自己蓄

積 のほか に,政 府 や地方 は必要 な支援 を与 える。

② 国家 の産業政策 に従 い,市 場 のニー ズに合致 した製 品 を作 ってい る郷

鎮企業 に対 して は,金 融部 門 は優 先的 に融資す る。

③ 郷 鎮 中堅企業,特 に国有大 中型企業 に部 品 を供給 してい る企業,農 産

物加工企 業,輸 出 に よる外貨獲得企業 に,関 係部 門 は資金,税 金,エ ネ

ルギー,原 材料,人 材 な どの面 で必要 な支援 を与 える。

④ 郷鎮企業 の技術改 良 を早 めるた め}固 定資産原価償却率 の低 い中堅 企

業 は,減 価償却率 を引 き上 げる ことを可能 とす る。

⑤ 郷 鎮企業の人材養成 を国の発展教育計画 に組 み入れ る。

⑥ 郷鎮企業 の輸 出 に よる外貨獲得 に関 す る国の諸政策 を貫徹 し,企 業 が

対外貿易公 司 と連合 また は共同 に よる経営 を行 い,外 向型 企業 グルー プ

を作 るこ とを奨励 す る。

(7)条 件 の整 った郷鎮企業 に輸 出入権 を与 え,国 際競争 に加 わ る ことを奨

励 す る。

⑧ 郷鎮企業 の購 買 ・販 売公司 が生産 ・販売 ・小売 で必要 な物 資 の地 区間
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交換 に従事 す る事 を認 め る。

郷鎮企業 の発 展 は,将 来 の中国経 済発 展,中 国農村 の産業構 造の高度化 を

促進 す る上で きわ めて重要で あ る。郷 鎮企業 の動 向 は中国 の経済 の将来 を左

右す るといって もいいだ ろう。

1-2株 式制度

(1)中 国の株式会社の形態

さ らに注 目され るのは,株 式所有制 の実施で あ ろう。 国営企業 であ る全人

民所有制企業 の一部 資産 を企業 に譲与 し,労 働者,職 員 に従業員持 ち株 を持

たせ る。 国,企 業,従 業員,そ の他 の一般株 主が,企 業 を株式 という形態 で

所有 す る形 を とる,と い う形態 が多 い。配 当につい ては,国 の持 ち株 分 と企

業 の持 ち株分 に関 して は通常の利 益配 当の みであ るが,個 人株主 に対 しては

配 当の ほか に利 子 を支払 うのが一般 的で あ る。 その利子率 は,同 期間 の銀行
14}

の利 子率で計算 され る。 中国 は現在,国 営企業,特 に大規模 な国営企業 の株
15)

式化 を徐々 に進 めてい る。

以上 の ような国営企業 の株式会社形態以 外 に,中 国で は他 に多 くの株 式会

社形態 が存在 す る。複 数の企業 が出資す る形 の株 式制 企業形態が ある。 この

株式制 にお ける出資の形式 は主 に三 つあ る。① 固定資産 の提供 に よる投資・

現 有の設備,建 物 な どを時価 で評価 し,こ れ を新 しい企業 の資産 として登録

す る方式。② 資金 に よる直接投資。企業 の 自己資金,あ るいは借入金 を用 い

て,新 しい企業 の設立 に参加 す る方式。③技術 の ソフ トや工業所有権 を提供

す るこ とによる方式。利益配分 について は,投 資比率 によって按分 す る方式

や,出 資 の比率 を係 数 として他 の諸 要素 を総 合的 に考 えて利潤 を分配 す る方

式 な どが ある。

しか し,い ずれの方式 も企業経営 に赤字が 出た ときは,そ れ ぞれ の株主が

その欠損 を負担 しなけれ ばな らない。

他 に,公 開株式 の募集 に よる株式会社形態 が ある。株式会社 が社会一般 に
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株式 を公 開 し,個 人 や法人 が株 式 を購入 す る形 態で ある。 また,外 国資本 と

ジ ョイ ン ト ・ベ ンチ ャー を行 う形 態が ある。 中国企業 が海外投資家 に対 して

株 式 を発行 して外資 を導入 す る形 態で ある。

② 中国の株式会社 と株式市場の現状

中国 では,92年 の時 点で株 式会社 形態 の企業力.・約32・0社 ほ ど存在 して 曙
。

これ には,郷 鎮企業 と外資系企業 は含 まれ ていない。 その うち,株 式 を一般

公 開 して いる企 業 は89社 で,全 体 の3%で あ る。従 業員が株 を持 つ企業 は約

2700社 で,全 体 の約85%を 占めている。企業間の法人持 ち株企業 は
,約380社

で,全 体 の12%を 占めてい る。92年 度 だ けで約400社 の株式会社 の設立 が認可

された。93年 には,株 式会社形態 の企業 は,全 国で4000社 余 りに達 した と報
17}

道 されてい る。

90年12月9日,中 国で最初 の証 券取 引所 であ る上海証券取引所 が発足 し
,

その後 中国 で2番 目の深鯛証券取 引所 が発足 した。株式会社の飛躍的増大 に

つれて,中 国の株 式市場 も急成長 してい る。92年 末 まで に,中 国 の各種有価

証券 の発行総額3817億 元 の うち,株 式 は159億 元 で あった。92年度 だ けを見 る

と,株 式 は109億 元発行 され た。株価取 引高 は,92年 度 は692億8300万 元 で
,

前 年度 の51億5500万 元 に比べ て21.4倍 とな った。 その うち,深 翔1証券取 引所

は,44・ 億5・・万 元,上 海 証 券 取 引 所 は248億57。 。万 元 響 あ っ た。

93年5月 現在,上 海証券取 引所 に上 場 してい るA種 株(国 内投資 家向 け株

式)は55銘 柄,B種 株(海 外投資家 向 け株 式)は10銘 柄種,債 券 は4銘 柄 で
19)

あ る。93年2月 末 の時点 で上海取 引所 の株 式時価 は1260億2600万 元 であ る。

上海証券取 引所 は,上 海 以外 の福建 省,漸 江,遼 寧,四 川,北 京の企 業 を も

上場 され てお り,上 海証券取 引所 は しだいに全国的 な株式市場 にな りつつ あ

る。

一 方
,93年5月 現在,深 別証券取 引所 に上場 され てい るA種 株 は23銘 柄,B

種株 は10銘 柄,そ の他の株 が2銘 柄 であ る。93年2月 末現在 の株式時価 は704

億6800万 元 であ る。深馴証券取 引所 は,華 南地域 の証券市場 の中心 として,
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また,香 港 との関係 を深 めつつ急速 に発展 してい る。

中国政府 は,B種 株(海 外投資家 向 け株式 〉の発展 に力 を入 れ,B種 株 を
20)

中国の対外 開放 と外資 吸収 の柱 に した い意 向の よ うだ。中国のB種 株 の発行

は,上 海 真空電 子器株 式会社が,92年2月 に初 めて発行 された。93年4月 の

時点で,全 国で19社 のB種 株 が発行 され,人 民元9億7500万 元 と外貨5億9900
　エラ

万 ドル を調達 した。 中国 は,B種 株 の拡大 のための措置 を最近発表 してい る。

新 たな措置 とは,上 場通貨 と決済通貨 を香港 ドル に統一,海 外のB種 株取 扱

証 券業者 に対 す る特別会 員粋 の拡大,B種 株市場 の情報公開 の改善 な どであ

る。B種 株市場 の海外投資家 は主 として香港 ・マ カオ地 区 に集 中 してお り,

深馴B種 株 の発行,取 引,決 済 の香 港 ドル による統一 につ いては歓迎 して い

る とい う。

中国の証 券市場 と香港 の証 券市場 との関係 は,最 近 緊密 にな って きてい る。

93年6月 末 には,上 海市場 のB種 株 が香港 で初公 募 され,一 般 向 けに発行 さ
22)

れ るこ とにな った。 中国が香港 でB種 株 を公 募す るのは これが初 めてで ある。

93年7月15日 には,中 国の国営企業青島 ビ0ル 株式会社が,香 港証券取 引

所 に上場 した。中国 の国営企業が香港市場 に上場 す るの は初 めてであ る。青

島 ビール は,額 面1人 民元 の香港発行株式 を3億1760万 株発行 す る とい うも

のであ る。 また,上 海石油化工株 式会社 も7月 に香港で株 式 を発行 し,上 場

す る計 画で ある。

拡 大す る株 式取引 に対処す るため,中 国政府 は,証 券市場 の環境整備 を進

めてい る。

証券市場 のマ クロ管理 を強 め}関 係政策 を統一,調 整 し,証 券 の監督管理

体制 を確立,整 備 して,広 範 囲 な投資家 の利益 を保護 し,証 券市場の健全 な
23)

発達 を促 すた め,国 務 院証券委員会 と中国証券監督委員会 を設立 した。証券

委員会 は,国 が証券市場 に対 して行 う統一 的管理 の主要機 関で ある。証券委

員会 の主 な職責 は,① 証券市場 関係 の法律,法 規 草案の作 成 を促進 す る,②

証券市場 に関連 す る方針 ・政策 と規則 ・制度 を研究,制 定す る,③ 証 券市場
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の発展計画 を定 め,計 画提 案 を出 す,④ 各地 区,関 係各省庁 の証 券市場 関連

の諸活動 を指導,調 整,監 督,検 査す る,⑤ 中国証券監督管理委員会 を一 括
　の

管理 す る,こ とであ る。 中国証券監督委 員会の主 な職責 は,① 証券委員会 の

授権 に基 づ いて,証 券市場関係 の管理規則 を作成 す る,② 証 券取扱機 関 の証

券業務,特 に株式 の 自己売買 についての監督,管 理 を行 う,③ 有価証 券の発

行取引 お よび一般 向 け株式 を公 募 して いる会社 について法 に基 づ く監督 ・管

理 を実施 す る,④ 国 内企業 に よる国外企業 向 けの株 式発行 について監督 ・管

理 を実施 す る,⑤ 関係省庁 と共 同で,証 券 の統計 を作 り,証 券 市場 の状況 を

研究,分 析 す る と共 に,証 券委員会 に適時 に活動 を報告 し,提 案 を出す,こ
　　ラ

とである。実際の企業の株式発行を審査する機関として株式発行審査委員会
　

が設立 され た。今 回発足 した委員会 は,独 立 した活動機関 で20人 の委員 か ら

構成 されて いる。証券市場 の法律 について はまだ整備 され てお らず,現 在証

券取 引法 を起草 中で ある。93年1月15日 に国務院発表 された 「証 券市場 のマ

ク ロ管理強化 に関す る通達 」が,現 在 の中国 の証券市場制 の指 導的文書 とな
27}

っている。

(3)国 営企業の株式化

中国で は国営企 業の株 式化 が徐々 に進 め られ てい る。 中国政府 は,大 規模

国営企業 について は,一 挙 に株 式化 を行 うの ではな く,除 々に株式化 を推進
28)

してい く方針 であ る。

1984年,北 京 で最初 に国営企業 として株 式化 を実施 した天橋 有限公 司の事
29)

例 を見 てみ よ う。 この会社 の前身 は,大 規模 で はないが中型 の国営企業 であ

った。株式会社制度 を導入 す る以前 はi種 々 の制約 か ら経営難 に陥 っていた
。

す なわ ち,企 業管理面 で は,企 業側 に経営 自主権 が ない こ とが営業拡大 の妨

げになっていた。企業 のす べての業務 や経営活動 に,上 級 の主管部門 の認可

が必 要で あった。才能 の ある管理者や経営者 が十 分才能 を発揮 す る ことが で

きず,従 業 員 はや る気 を失 って しまった とい う。 また,企 業 資本 は,中 型 の

デパ ー トのため後 回 しにされ,国 家か ら厳 し く制 限 され,資 金不足 に陥 った
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とい う。 この状態 を改善す るため,北 京 で も最初 の株式会社制度 を大胆 に導

入 した。株式 を発行 し,企 業 を株式制 に改革 す る ことは,新 中国で は初 めて

の こ とであ ったので,北 京市政府 と関係部 門 の協力 に よって 「天橋 百貨店株

式会社規定 」を制定 した。株式 は,24万 株,1株100元 。北京市 のほか地方 の

企 業や事 業部 門 お よび個人 のいず れ も株 主 になれ る。株券 は,関 係部 門の認

可 を経 て,数 次 に分 け,北 京市商工銀行 が代理発行 す る。株 主の企業管理 の

権利や利益享受 の権利 や,出 資額 の大 小 に よって,企 業 の損失 を分担す る責

任 に も触 れてい る ことが興 味深 い。株 式 は,法 律 に基 づ く相続,譲 渡が可能

で,証 券取引所 で売買 す る ことがで きる。株主構成 は,国 家50.97%,銀 行25.89

%,企 業19.58%,個 人3.46%で ある。出資者 の うち国家 が,過 半 数 を占めて

お り,従 業員 を含 んだ個人株 主の比 率 は低 い。株式会 社移行後 は,経 営成果

が著 し く向上 し,相 当の利 益 を上 げる ことがで きた。利益 の配分 につ いては,

まず,国 家の規 定 に基づ いて税金 を支払 う。残 った利益 を100%と して,理 事

会基金の12%を 差 し引 く。 つ ぎに,44%を 株配 当基金 に,44%を 拡大再 生産

のための資金 に振 り向 ける。 この3年 間,株 配 当金 は,ず っ と銀行預 金の利

息 よ り高 かった とい う。

㈲ 株式制度 に関す る論議

国営企 業の株 式制導入 に関 して,中 国で はかな り激 しい議論 が行 われてい

る。

導入推進派 の主 な主張 は,株 式制度 を導入す る ことに よ り,国 営企業が活

性化 され るであ ろう とす る。国営企業 に株 式制度 を導入す ることに よって,

企業 の所有権 と経 営権 が分離 され る。 これ に よ り,行 政 と企業 の職務分離が

促進 され,企 業の 自主権 を保証 す るこ とがで きる と考 える。 また,企 業 の利

益配分 も明確 にな る。 これ まで は,企 業 の獲得 した利 益 を国家 に全額上 納 し,

企業 には自主裁量権 がほ とん ど認 め られてい なか った。株 式制 度の導入 によ

り,国,企 業の利益配 分 は企 業か ら税 金 として国庫 に利益 の一部 を収 め る形

となる。税 引利益 につ いては国 は株主 として,他 の企業株 主や個人株 主 と同
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じように配 当を受 ける。企業 は行政 の従属的存在 ではな く,責 任能 力の ある
30)

経 営体 として利 益配分 を行 うのであ る。

株式 が内部発行 されれ ば,従 業員 の株主 としての個人 的利益 と,企 業 の利

益 が結 び付 く。 これ は,企 業 の運命共 同体意識 を植 え付 け,従 業員 に主体 性

を持 たせ,モ チベ0シ ョンを高 めるの に役立 つ。 さらに,株 式制度 によって

遊休 資本 を集 中 し,企 業活動 に有 用 な社 会資本 とす るこ とがで きる。

株 式制 度導入 に懐 疑的 な主張 も根強 い。 この代 表的意見 は,次 の ような考

えであ る。株 式会社 制度 に よって,企 業 の所有権 と経営権 を分離 で きるかに

ついて も疑 問があ る。国営企業 については,多 くの株 式 は事 実上国家 しか保

有 で きない。企業 の最大株 主 となる国家 は,自 らの意志 で取締役 を送 り込 み,

経営 について も意志 を貫 こう とす る。 これで は,国 家が企業 を直接管理 して

いた従 来の体 制 と同 じであ る。株式制度 は,改 革 に よって企業 が手 中に しか

けた 自主権 を弱 める ことに もな る と所有権 ・経 営権 の分離 について疑問 を投

げ掛 けてい る。 さ らに,株 式会社 は定期的 に配 当 を払 わな けれ ばな らず,株

主へ の配 当義務 や配 当額 引 き上 げの圧 力が かかって,企 業 は,目 先 の利 益 ば

か りを求 め るこ とにな る。社会 的 には,株 式制度 の実施 に よって不労所得 の

比 率が拡大 し,利 子生活者 を生 み出 し,社 会 の不 平等感が強 まる。株式 の売

買が活 発 になれ ば,投 機的 な心理 を助長 す るこ とに もなる と,主 張 してい る。

社会 主義 国中国 にお いて,株 式制度 を成功 させ るには,著 者 は以下 の施 策

が もっ とも重要 であ る と考 える。国の企業 に対す る関与 を最小 限 に し,企 業

の自主性 を与 えるような株 式制度 にす る ことであ る。 それ によ り,初 めて所

有 と経営が分離 され,専 門経営者 が 自由に経 営権 を行使 で きるであ ろ う。 そ

のための制 度 として,第1に,国 が所有 す る株 式 はなるべ く優先株 にす る こ

と,第2に,機 関投資家 としての法人株 主 を増 や し株 式持 ち合 いに よ り経 営

者支配 を実現 す る こと,第3にa従 業員持 ち株 の比率 を高 める こと,等 の施

策が考 えられ る。

第1の 優先株 の導入 に関 して は,優 先株 は,普 通 は無議決権株 で あ り,経
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営参加権が ない こ とか ら,国 が優先株 として所有 していれ ば,国 の企業 に対

す る経営権 は理論 的 にはない ことになる。国が国営企業 に対 して,全 く経営

権 が存在 しない とい うのは現実 には不可能 か も知 れないが,出 来 るか ぎ り国

が企業 の経営権 に干渉 しないため に,す べてで はないが一部 に優先株制 度 を

導入 す るの も1つ の制度 として有効 で あろ う。 また,国 の直接的関与 を減 ら

すため に,国 の代 わ りに国営の銀行や地方公共 団体が 国営企業 の株 を所有 す

る形 を とった り,国,銀 行,地 方公共 団体 が株式 を持 ち合 うとい う施策 も考

えられ よう。

第2の 法人株 主 による株 式持 ち合 い制 度 の導入 に関 しては,高 度資本主義

国が経 営者支配 の社会 になった背景 には,こ の存在 があ るの は承知 の こ とで

あろ う。社会主義国 中国において,所 有 と経営 が分離 され,経 営者 支配 にす

るため には,や は り資本 主義 国 と同様,多 数支配株 主 を減少 させ,株 主 を分

散 させ る必 要が ある。 中国政府が株 式 を多数所有 していれば,た とえ株式制

度 を導入 した として も所有 と経営 の分離 は達成 されない。政府 が大株 主 とし

て,経 営者 の任命 ・罷免等 の人事権,経 営計 画,投 資決定,生 産計 画等の経

営戦略 に干渉 す るか らであ る。 中国 を見 る と,現 実的 に株式 を所有で きる法

人株 主 は,資 金 的 に余裕 の ある国営企業や公営企業,こ れに加 え,銀 行,保

険会社等 の金融機関が 中心で あ ろう。いずれ に して も,中 国国営企業 は,様 々

な法人機関投資家 か ら資金 を導 入 し,少 数所有支配 の方向へ向かわ なけれ ば

な らない。社会 が近代化 ・工業 化 され るにつれて,経 営者支配 の社会 になる

とい う収欽仮説 が ある。筆 者 は この仮 説 に対 して基本的 に賛成 であ る。 もし,

社会 主義国 中国 で,近 代化 と共 に経営者支配 の方 向 に進 むな ら,体 制 を問わ

ず経営者支配 の社会が実現 す る ことにな る。 これ は極 めて興味 の ある事 実で

あ り,経 営学 として も重大 な問題 で ある。筆 者の見解 を述べ よう。経営 を活

性化 させ るため には,資 本主義,社 会主義 とい う体制 を問 わず,有 能 な専門

的経営者,い わ ばテ クノクラー トによる経営支配 ・運営 が不可 欠であ る。 そ

うであ るな らば,所 有 と経 営 を分離 させ,経 営者支配 の形 が望 ましい。中国
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において も,本 気で企業 を活性化 させ よ うとす るな らば
,資 本主義諸国 ほ ど

で はないが,経 営者支配 にな らざるをえないで あ ろう と考 えてい る
。

第3の 施策 として考 えられ る従業員持 ち株比 率 を高 め るこ とについては
,

中国での その実施 は比較 的容 易で あろ う。従業員 の株式所有 による経営参加

は,社 会主義 国の理念 か ら して も適合 的で ある
。従業員が,自 社 の株式 を所

有 す る ことで,会 社 との一体感 を醸成 し,モ チベ ー シ ョンを高 め
,か つ会社

の業績 に対 す る興味 と関心 を増大 させ る効果 については
,資 本 主義 国で証 明

済み であ る。

株 式会社制 導入 は,実 験的段 階 か ら本格的実施 の段 階へ進 んで いる
。深馴

市(広 東省)で は,86年 度以 降,徐 々 に大型国営企業が株式制 を採 用 した
。

これ らの企業 では,経 営効率 が急速 に向上 した。すべ ての国営企業 と一一部 の

集 団企業 を対 象 に,現 有 資産 の株へ の評価替 えを実施 してお り
,続 いて国家,

企 業,個 人 による株 式保有率 の調整作 業 に入 ってい る
。国家株主 には,深 別

市政 府直属 の同市投資管理公司 がな り,各 企業 の役員会 に も代表 を派遣 す る

こ とにな る。 また,公 司間,業 種 間 の株式持 ち合 い を進 め る と同時 に
,同 市

に株式市場一一 深堺証券取 引所 一一が設立 された
。 中国政府 が国営企業 の株

式制移行政 策 を今後 どう行 なってい くか,非 常 に興 味の ある ことであ り
,注

意深 く見 ま もってい きた い。

1-2経 営 管理 の改革

(1)企 業 臼主権の拡大

従来 まで の国家 に よる集権 的企業統制 か ら,企 業 の自由裁量権 を大幅 に認

め る・ 国か ら企業 への権 限 の分権化が急速 に進展 した
。 この企 業 自主権 の拡

大政策 は,1984年5月,国 務 院 による暫定規則 の交付 によ り正 式 に具体化 さ

れた。 これ は,党 の第11期 第3回 全体会議(1978年12月)以 来 の企業 自主権

拡大 と企業管理制度 改革 にお け る1つ の成果 であ る。現在 の企業 自主権 の拡

大 は,こ の規則 が基礎 になって行 われ てい るの で,以 下 で,こ の規則 の内容
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31}

を中心 に企業 自主権 の内容 を検討 してみ よう。

この暫定規則 は,10項 目にわた って,企 業の 自主権 の内容 を明 らか に して

いる。

① 生産経営計画 について一一 企業 は,国 家計 画 と国家 との供 給契約 を確

実 に達成 した後,国 家 の建設 と需要 を満 たすために,必 要 な製 品 を自主

的 に増産 す るこ とがで きる。 もし需要 と供給 の状況 に大 きな変化 が生 じ

た ときには,企 業 は上級の財 政主管部 門 に計画 の修正 を申 し出 るこ とが

で きる。

② 製 品の販売 について 国家 の特殊 な規 定 に よって 自ら販 売す るこ と

が認 め られて いない企業 の場合 を除 き,企 業 とあ らか じめ生産物 を分 け

合 うこ とを決 めて共 同で生産 した製 品や,国 家計 画の割 り当て以 上 に生

産 した製品,試 作 した製 品,国 家 の購入部門が購入 しない製品,滞 貨在

庫品 は,す べ て企業が 自主的 に販売 す る ことがで きる。

③ 製 品価格 について一 一工業 の生産資料 の うち,企 業が 自 ら販売 して よ

い部 分,お よび企業が国家計 画 を完成 した後 に超過生産 した部分 につい

ては,一 般 に,国 家規定価格以下,あ るいは20%以 内の幅の なかで,企

業 は自 ら価格 を決 める権 限 を有す る。基本的 な生活資料 と農業用 の生産

資料 に属す る製品 について は,国 家 が定 めた価格(国 が定 めた浮動価格

を含 む)を 守 らな けれ ばな らないが,企 業が計画外で 自ら販 売で きる も

の につ いては,こ れ を他 の企業 と協力 ・合作 に利 用す る ことがで きる。

④ 物資 の選択購入 について一 一国家が統一 的 に配分す る物 資 について,

企業 は,発 注 に際 して,ど の企業か ら購入 す るか を選択す るこ とがで き

る。

⑤ 資金 の使 用 につ いて一 企業 は,所 得(利 潤)の うちの企業 内に留保

す る部分 の資金 を,上 級主管部分 が規定 した比率 に従 って,生 産発 展基

金,新 製品開発基 金,準 備基 金,従 業員福利 基金,奨 励 基金 に区分 して,

自 らそれ らの基金 を使 用す るこ とが で きる。1985年 か ら,企 業 の減価償
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却基金 の うち70%は 企業 に留保 され るこ とになった。企業が 当面使用 し

ない生産発展基金 につ いては,自 発性 と相互利益 の原則 に基づ いて
,合

作 経営,連 合経営,保 証貿易 な どの形 で,企 業以外 に投資 す るこ とがで

きる。

⑥ 資産 の処理 につ いで 一一企業 は,使 用 していない余分 の固定 資産 を他

の企業 等 に賃貸 し,有 償 で譲与 す る権 限 を有す る。

⑦ 新 しい機構 の設置 につ いて一 一企業 は,上 級 主管部 門が定 めた定員編

成 の枠 内で,そ の生産 業務上 の性格 と実際 の必要性 に照 らして,自 ら新

しい機 構 を設置 し,人 員 を配置 す る ことがで きる。

⑧ 人事 と労務 管理 について一一 工場長(経 理)と 企 業党委員会書記 は,

その企業 を管轄 す る上級 主管部 門 よって任命 され,上 級 主管部 門 に報告

しその認可 をえて任免 され る。工場 の ミ ドルマ ネジメ ン トは工場長 によ

って任免 され る。工場 長 は,従 業員 を褒賞 し,処 罰 す る権 限 を有す る。

これに は,昇 給,奨 励,免 職 処分 の権限が含 まれ る
。工場長 は,ま た優

秀 な従業員 を選 んで採用 す る ことがで きる。

⑨ 賃金 と賞与 について一 一企業 は,国 家 の統一規 定 に基づ く賃金標 準
,

地域別賃金制度 お よび全 国的 に統一 されてい る一連 の手 当制 度 に従 うと

い う前提 の下 で,そ の企業 の特徴 に基づ き,自 らの賃金形態 を選 ぶ こと

がで きる。工場 長 は,特 別 の貢献 があ った従業 員 を昇給 させ る権限 を有

す るがs昇 給 させ る従業員の数 は,毎 年,従 業員総数 の3%以 内 とす る
。

さ らに,近 年,企 業 はその経 営状 態 に よって,従 業員 の賞与(奨 金)を

自 ら決 める ことがで きるようにな った。

⑩ 連合経営 につ いて一 企 業 の所有型式,所 属関係,財 政体 制 を改革 し

ない とい う条件 の下 で,企 業 はy部 門 を超 え,地 域 を超 えて連 合経営 に

参加 した り,連 合経営 を新 た に組織 す る ことがで きる。企業 は この よ う

に して立地 に適 した地点 を選 び,共 同 ・合作 を組織 し,製 品 の販売網 を

各地 に拡大 す る ことがで きる。
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以上 の ような規定 に よ り,中 国国営企業 は,政 府 による高度 な中央 集権 的

管理 か ら,企 業 に一部権 限の分権 化が行われ,企 業 自主権が高 め られた。

現在 まで に,企 業 自主権 は さらに拡大 され,1992年7月 に,政 府 は 「全人

民所有制工業企業経営 メカニズム転換 条例 」 を交付,国 営企業 に大幅 な自主

権 を与 える政策 を実施 した。 この実施 条例 は,国 営企業 の経営 メカニズムの

転 換 を早 め,国 営企業 の市場進 出 を促進 させ る ことによ り国営企業 を活性化

させ るための措置 であ32).こ の条例 による と,国 営蝶 は14の 点で+分 な経

営 自主権 を持 つよ うになった。国営企業 の工場長 は,以 前 の ように中央の計

画 と指令 に よ り経営 を行 な うので はな く,輸 出入,投 資,労 働者 の採 用(国

家 が企業 に割 り当て る人 員 を拒否 す るこ とを含 む)お よび,製 品 の価格決定,

販 売 の点で十 分 な自主権 を持 つ。 この条例 は,経 営管理 が悪 く,欠 損 の多い

国営企業 に対 しては,生 産停 止,合 併,あ るいは倒産 を実施 す る基準 を定 め

てい る。

② 工場長責任制の実施

1984年 に企業 自主権 の拡大 を目的 とした国務員 の暫 定規則 は,多 くの点で

まだ満 足すべ きもので はなか った。企業 の所有権 と経営権 の分離が明確 にな

っていない し,党 委員会 の工場長 に対 す る指令権 限が残存 し,工 場長 の責任

が曖昧 にな っていた,企 業の 自主経営権 にまだ多 くの制 約が ある等の不備 が

あった。1988年4月,第7期 全国人民代表大会第1回 会議 は,国 営企業 の 自

主経 営権 を大 幅 に認 めた 「全人民所 有制工 業企業 法」(「企 業法」)を 制 定 し

契.こ の法律は,中 国繍 に主導的地位を占める全人民所有制企業(国 営企

業)が 政府の直接管理 とい う形か ら独立 した経営 をよ り行 な えるように規定

した法律 であ り,上 述 した規則 をさ らに発展,整 備 した もので ある。 その主

要な内容 を見 てみ よ う。

第1は,企 業の所有権 の分離 を制度的 に認 めた こ とであ る。企業 の財産 は

全人民所有 に属 してい るが,企 業 は政府 主管部 門の決 定 に基 づ き,請 負,リ

ースな ど経営責任制 方式 を取 る ことが出来 る,と 明確 に規定 してい る。す な
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わ ち,経 営請負制度,リ ー ス等の経 営者 に経営 を委託 す る形 での経営 を認 め

た ことで ある。

第2は,企 業の権利 と義務が さ らに明確 にされた。国 の計画指 導の下 でのs

生産 の配置,製 品の販 売,資 金 の使用,労 働 ・人事 の移動 な どについての企

業 の権利 を認 めた。企 業の国際市場へ の進 出 を容易 にさせ るため,企 業 は国

務 院 の規定 に基 づ き外 資 と交渉 し,契 約 に調 印す る権利 を持 てる ように した。

賃金分配 に関 して,労 働 に応 じた分配 を前提 として,企 業 はその他 の分配方

式 を取 る ことが で きる として,賃 金制 度の多様 化 を認 めた。 また,企 業 は,

他 の企 業の株 式 を所有 す る権利 と,債 権 発行 の権利 を持 つ と規定 してい る。

第3は,工 場 長責任制 を よ り明確 に した ことで ある。条文 に,工 場長(経

理)に 生産経 営の方針決定権,指 揮権 と人事権 を与 え,企 業 の法人代表 とし

て,企 業 の経営 に関 して全面的 に責任 を負 う と明確 に規 定 してい る。 また,

企業 の党組織 は,当 該企 業での一元的指令 を実施せ ず,そ の経 営へ の関与 を

制限 してい る。党組織 は,党 と国の方針,政 策 の当該企業 での貫徹,執 行 を

保証y監 督 す る,と 企業 での役割 を規 定 してい る。

第4は,労 働 者,職 員 の地位 の規定 と民 主管理の実現 であ る。従業員 の社

会 主義企業 にお ける主人公 の地位 を保証 す るた め,企 業法 は,企 業 は労働 者,

職員代表大会 とその他の方法 を通 じて民主管理 を実行す る,と 規定 してい る。

企業 の工会(労 組)は,労 働 者,職 員利益 を代表 し,守 り,法 に基づ いて独

立,自 主 の活動 を展 開 し,労 働 者,職 員 を組織 して民 主管 理 と民主監督 に参

加 させ る と規定 してい る。労働 者の民主権 利 の擁護 のた めに,住 宅 の分配,

従 業員 の福 祉基金使用,賃 金調整,労 働保 護 な どについて は,企 業 は,従 業

員代表 大会の同意 または決定 を経 る必 要が あ ると規定 してい る。

従来 は,工 場 長責任制 とい って も党委員 会指導下 での工場長責任制 であ っ

た。 そのた め,工 場 長 と企業 の党組織 の責任 者 との間 の権限分担 が曖 昧で,

責任 が不 明瞭 とい う弊害が あった。時 には,経 営 をめ ぐる意見対立 が生 じた

り,党 が過度 に経 営 に関与 す る場面 であ った。党委員 会の委員 は,必 ず し も
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経営 に関す る専門家 で はない に もかかわ らず,経 営 に関与 した。 これ は,い

わ ば専 門家 を無視 して素人 が経営 を行 うような もので あ り,企 業が活性化 さ

れ る もので はない。経営が うま くい くた めには,社 会主義 の企業 であって も

経営 に関す る知識 と経験 を持 った専 門家 一一経営 のテ クノクラー ト によ

り担われ る必要が あ る。 その点 で,党 の関与 は経営 にマイナス にな るのであ

る。工場法 によ り,党 の企業経営 に対 す る関与 が制 限 され,工 場長 の意 思決

定権 と経営責任 が一致 され る ことに よ り,一 層の経営管理 自主権 の拡大 と工

場長責任制 の進歩 を もた らした。 しか し現実 には,依 然 として,党 と工場長

との間 には摩擦 が生 じて お り,今 後,党 と企業 の関係 をどうす るか,工 場長

責任 制が成功す るか を左右 す る難 しい問題 にな ろう。

⑧ 経営責任請負責任制 とリース制経営

中国では,企 業経営 を契約 や リー ス とい う形 で委託,請 負わせ る制 度 とし

て,経 営責任請 負責任制 とリー ス制経 営が実施 され ている。1990年 末 まで に,

中国の全人民所有制企業(国 営企業)の なか で88.6%が 経営責任請負制 を実

施 して いる。

経営責任請負制 の一種 であ る,資 産経営責任制 とリース制経営 に関 して武
34)

漢市 のケース を見 てみ るこ とにしよう。資産経営責任制 とは,国 営企業 の現

有資産 を査定 し,そ れが年間 に実現 すべ き利潤水準 を決め,そ の後公 開入札

を行 い,落 札者 に経営 をさせ る方式で ある。落札者 は任期 内に,契 約 で規 定

された利潤 目標 を毎 年達成 すれ ば,そ の年の基本賃 金 に等 しい褒賞金が もら

え,年 間の利潤 目標 を達成 しなか った場 合,そ の1%を 下 回る ご とに,落 札

した主要請 負者の年間基本賃 金の5%を 差 し引かれ,ほ か の協力者 も責任 の

大小 に応 じて相 応 の比率 で賃金が 引かれ る。 こうした責任制 は,企 業 の所有

権 と経営権 の分離,企 業 の独立経営,独 立採算 の原則 が具体化 されてい る。

小型国営企業 に適 した経営責任請 負制 として,リ ー ス制経 営が ある。 リー ス

制経営 の手続 き として は,ま ず,基 準利潤 と基準 リー ス料 を確定 し,公 開入

札 で請負人 を選 ぶ。請 負人 は,個 人 資産 を抵 当 として出す と共 に,法 律公証
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を経 て リー ス契約 に調印 す る。武漢市政府 は,リ ー ス制経営 を奨励 してお り,

請 負人 は十分 に経営権 を行使す るこ とがで き,そ の所得 は従業員 の平均所得

の2倍 ない し4倍 を上 回 って もよい し,目 立 った成 果 を上 げた ものは6倍 を

上 回って もよい ことにな って いる。同時 に,請 負人 は,リ ー ス制 経営 の期間,

資産増加 と設備保全率 の 目標 を実現 しなけれ ばな らず,略 奪 的 な経営 を禁止

す る ことが規定 され てい る。

① 経営責任請負制

経営責任 請負制 とはy所 有権 と経営権 を分離 す る とい う原則 に基 づ きy経

済 的契約 に調印す る形式 を通 じて1つ の企業,1つ の部 門,1つ の基本的生

産単位 の主な責任者(ま た は責任者集 団)の 経済 的な責任 と利 益 を明 らかに

35)

し,担 当 してい る仕事 に責任 を持 つ ようにす るための制度 で ある。経営責任

請負制 は,企 業 の所有権 は国家 にあるが,経 営権 は企業 自身 にあ る とい う所

有 と経営の分離が可能 とな る。経 営責任 請負制 は,よ り企業 自主権 が拡 大 さ

れた制 度で ある。 また,一 般 的な経営責任請 負制の規定 に よれば,企 業 が契

約 した請負額 を超 えた部分 は利潤 として企業 に与 え,企 業業績 を賃金 ・賞与

総額 と連動 させて いるため,企 業経営 の業績 が よけれ ば企業 には留保が多 く

な り,従 業 員の賃金 も多 くなる。

現在,経 営責任請 負制 の内容 は,利 潤 だけの指標 による請 負だ けで はな く,

他 の指標 に基 づ く請 負 も行 われて いる。例 えば,上 納 すべ き利潤額 の ほか に

技術 の改善,新 製品 の開発,製 品の品質,物 資 の消費,設 備 の信頼度,資 金

運 用の効 果,計 画 と契約 の実行度,安 全生産 な どが あ る。

雛 責任請負制の形態としては,以 下の4願 が代表的なもので認 。

(1)国 家 と部 門,下 位部 門,企 業 との間の請 負方式 この方式 は もっ と

も一般 的な方式 で ある。 この請負方式 での国家 の部 門,下 位部門,企 業

との利潤配分 に関 して は,主 に4種 類 の ものが ある。第1は,契 約 した

利 潤 を納 め るこ とを保証 し,達 成 で きない場合 には保有資 金で補 う形で

あ る。第2は,企 業 が製 品税 を納 めた後 に,納 税基準額 を基 準 に して毎

中国の企業経営137



年決 め られた増加率 で政府 の財政部門 に対 して利潤 を納 める形 で ある。

納 め る利潤 をしだい に増大 す る請 負契約 で ある。第3は 企業が納 める利

潤額 を一 定額 に して,残 りの超過利潤 はすべ て企業留保 にな る形 であ り・

年数 は自由に定 めるか,1年 を期間 としてい る。第4は,企 業 の納 め る

利潤 の基本額 を確定 し,そ れ を超過す る利潤部分 は国家 と企業 に対 して

決 め られ た比率で配分 す る とい う形 で ある。配分期 限 は自由 に決 める こ

とがで きる。

② 部門 と下位部 門s企 業集 団内部 にお け る請 負方式一一イ列えば,鉄 道部

と各鉄道局 の間,鉄 道局 と分局の問 といった部門 と下位部門,お よび リ

ー ダー企 業 と関連企 業の間 といった企業集 団内部 にお ける請 負方式 であ

る。

(3)企 業 内請負一 この方式 は,企 業 の経営管理 層 と各職能部 門,職 員 と

の間の請負 であ る。

(4)業 績 の よい企 業 による業績 不振 の企 業 の請負 業績不振 の企業 を,

業績 の よい企 業が肩代 りし請負 う方式で あ る。

経営責任請負制 は,所 有権 と経営権 の分離 を実現 し,企 業 によ り多 くの 自

主決定権 と経営責任 を与 えるこ とに よ り,企 業が活性化 され,業 績 の向上 が

期待 され る。 また,場 合 によって は,外 部 か ら経営者 を招喚 す る ことが可能

とな るし,経 営者 の業績評価 も明確 になるので,ト ップマ ネジメ ン トの経営

管理能力 を高 める ことが可能 となる。 しか しi経 営者 は,契 約期間 に 目標 を

確 実 に達成 させ ようとして,短 期的視点 にた った経営 を行 いや すい とい う批

判 や,適 任者 の経営者 は,入 札 な どを通 して選 べ るわ けではない とい う批判

もあ る。

いずれ にして も,経 営責任請 負制 において問題 にな る点 は,合 理 的 な請 負

期 間 と基準数値 を取 り決 める ことで ある。請 負基 準数値 の確 定 は慎 重かつ合

理 的 に,し か も十分 な科 学的根拠 に基 づ いて行 わ なけれ ばな らない。 この問

題 に対 して は,市 場 メカニズ ムの導入 と入札 による請 負 を通 じて解決 す る こ
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とが可能 だが,実 際 の入札 による請負竸 争 は市場 の制約 を受 けて お り限界が

あ る。特 に,大 ・中規模 の企業 が入札 を実施 す るこ とに は困難 が伴 って い る。

請 負期 間 につ いては,こ れ を合理 的 に取 り決 めるか どうかは経営者 が短期 的

行為 を克服 して いけるか に関係 してい る。

37)

91年 か ら第2期 の経 営責任 請負制が開始 された。今 回の経 営責任請負制 は,

従来 の 「競争請 負制」 をやめ,請 負責任者 を財政 当局 とその直接 上級行 政機

関か ら任命す るこ とにな った。 これ は,所 有 と経営 の分離 とい う視 点か ら見

る と後退 した ことにな る。

いずれ に して も,経 営責任請負制 は,現 実 に多 くの成 果 を上 げてお り
,中

国政府 も引 き続 き経 営責任 請負制 を推進 しよう としてお り,今 後 の この制度

の動 向に注 目すべ きであ ろ う。

② リース制経営

リー ス制経営 は,所 有制 の性質,隷 属関係,租 税 と利潤 の上納,従 業員の

地位 を変 えない とい う前提 の もとで,一 定 の期 閻内で企業 の経営権 を有料 で
38)

リースす る とい う経営方式で あ る。 リース制経 営 は,所 有権 と経営権 の分離

を促進 し,企 業 の活性化 をはか る ことをね らった ものであ る。企業 を借 り受

け る経営者 は,競 争入札 によ り決定 し,貸 し手 との間 で リー ス契約 を締 結 す

る。中国 におけ る リース経営 は商業 と飲食 サ ー ビス業 か ら始 まってい る。 こ

の経 営形態 は,従 業員 の少 ない小企業 やわずか な利 益 しか上 げていな い企業

に適 して いる。 この理 由は,こ の ような企業 の資産 は比較 的少 な く,か つ評

価 しやすい こと,リ ー ス経営者 の収入 が労働 に比例 している ことであ る。現

在,リ ース制経 営 はz小 規模 企業 か ら中規模 企業 へ と拡 が って いる。

リー ス制企業 の形態 として は,主 に以下 の3種 類 があ る。

(1)個 人 リースー一個 人 リース とは,請 負入札者 を公募 した うえで リー ス

経 営 に関す る契約 を結 び,一 定期 間内 に企 業経営 のすべ ての権 限 を借 り

受 ける側 に譲 り渡す とい う形態 であ る。

(2>共 同 リー ス 共同 リース とは,2名 か ら5名 くらいで共 同 リース経
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営 に関す る契 約 を結 び経 営す る形 態で ある。

(3)全 員 リースー 一全員 リース とは,企 業 内部 の従業員が長期 間 にわた っ

て リース経営 を行 な う形態 であ る。工場長 は,従 業員代表大会 で選 出 さ

れ る。

リース制経 営 は,所 有 と経営 を分離 させ,企 業経営 を活 性化 させ る効果 を

持 つが,種 々 の問題 もあ る。第1は,借 り受 ける経営者 が,短 期指 向的行動

を取 りやす い とい う問題 であ る。眼前 の利益 だ けに関心 を払 い将来 の発 展 を

考 えない企業 が見 られ るので ある。第2は,借 り受 ける経営者 の財産 担保 問

題 であ る。借 り受 ける側 の個人 財産抵 当 は,借 り受 けた企業 の資産 よ りは る

か に少 ないのが一般的で あ る。企業が欠損 を出 した場合,経 済的損 出 を賠償

をす るだけの力 を持 ち合 わせ ていないのであ る。第3は,借 り受 ける側 の所

得が多 す ぎる傾 向があ り,一 般 の労働者 との所得格差 が拡大 す る ことで ある。

以上 の ような問題点 はあるがs中 国で は,リ ー ス制 経営 は徐 々 に拡が りを

見 せてい る。最近 で は,国 有 企業 を香港企業 に リース させ るケースが 出て き

契 。92年 夏 に四川省の四川省 客車工場が,香 港 の香港泰邦行 実業 とリース契

約 を結 んだ。 この香港 の企業 の管理 の もとで,新 た に四川泰邦客車有 限公 司

と改名,営 業 を開始 した。 リース期 間 は15年 で,リ ー ス料 は6247万5000元 で

あ る。香港泰邦行 実業 が2000万 米 ドル をか けて,新 技術 ・設備 を導入 し,近

代化 が進 め られ る予定で ある とい う。今後 中国で は,多 様 な形態 の リース制

企 業が出現 して くるで あろ う。

㈲ 労働,賃 金制度の改革

従来 の社会主義 の考 え方であ る国が一括 して労働者 の就業 を決定 し,か つ

全 国で共通 ・同一 とい う賃金構造 か ら,就 業や賃 金制度 の多様 化が試 み られ

るよ うになった。 この多様 化が試 み られ る以前 の中国 の就業制度 は,国 が行

政手段 で労働 者 を統一的 に企業 に配置 し,労 働者 と企業 に終身固定 の労働 関

係 を保 持 させ た こ とであ る。 そのため,労 働者 は自由 に就職先 を選択 す る こ

とが で きず,転 職 も容易 でない。 その うえ,企 業 は必 ず しも有能 な人材 を採
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用 す る ことがで きず,終 身 固定 の労働 関係 のた め従業員 のモチベ ー シ ョンは

低 い状 態で あった。

　
改革以前 の中国の賃 金制度 には2つ の特徴 があ った。第1は,国 営企業 の

賃金総額(奨 励金 を含 む)は 国 の管理官庁 に よ り決定 されて いた ことで あ る。

第2は,国 営企業(集 団商 工業企 業 を含 む)の 賃金構造 と金額 は国の監督 官

庁 によ り決定 されていた ことで ある。 す なわ ち,す べ ての国営企業 の従業 員

は画一 的 な8級 賃金制度 の も とに置 かれて いた。8級 賃金制度 とは,ど の業

種,地 域 で あって も,国 営企業 の従業員 はすべて8級 に分かれ てお り,同 一

級 の従業員賃金 はすべて同 じで あった。 この制度 は,労 働者 の能 力や業績 よ

り勤務年数 が重視 され る ことや,企 業 の経営者(工 場長 や経理)が 所属 の従

業員の等級 を決 め る権 限 を持 た なか った ことな ど,場 合 によって は悪平 等主

義 的で もあ り,従 業員 の生産意欲 を低 下 させ ていた。以上 の賃金制度 を,中

国で は大鍋飯 と呼 んでいた。

こうい った状 況 を改善す るため,1978年 か ら雇 用制度 の改革 と賃金制度 の

改革 が進 め られた。

① 雇用制度 の改 革

雇用制度改革 の基本 は,国 が一手 に引 き受 けて きた雇 用制度 を改 革す る こ

とで ある。国 の統一計画 と指 導の もとで,労 働 管理部門 の斡旋 による就職,

集 団で 自活 の道 を開 く,自 分 で就職 口を捜 す,等 の方針 を とった。 そのた め,

労働者 は,よ り自由に就職活動 が行 な えるよ うになった。

企業 で も労働 者採用 の改革が行 われ,雇 用形 態 を多様 化 させ るこ とや,労

働力流動化 のた め労働 市場 が形成 され た。 これ までの中国の企 業の採用制度

は,基 本的 に固定労働者制度 で あった。 つ ま り,労 働者 は企業 にひ とたび入

った ら,辞 め させ られ る こともな く,生 涯 この同一 の企 業で働 くとい う制度

で ある。 この制度 を打破 す るた め,召 還制,労 働市場 の育成,等 が実施 され

た。1982年 に,一 部 の企業 は契約制採 用制度 を導入 した。

1986年9月,国 務 院 は 「労働雇 用制度 改革の暫定規則」 を交付 し,さ らに
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雇用制度 の改革が進展 した。 この規定 による と,旧 来 の労働 雇用制度 を改革

し,新 しい雇 用制度 を実施 し始 めた。新 しい雇用制度 には,以 下 の5つ の 内

容 があ る。

第1は,企 業の新規 従業員 の採 用 について,企 業 が 自主的 に公募 し,選 考

して,採 用す る こ とが可能 とな った。毎年,採 用 す る新規従業 員の人数 お よ

び人事選考 に関 して企業 が全面 的 に決定 で きる ことになった。

第2は,企 業 は新規労働者 を採 用す るにあた って,労 働 契約制 を導入 した。

この制度 は,新 規労働者 の採用 は,社 会 に向けて公開 し,審 査,試 験 を経 て

優 れた もの を契約 とい う形で採用す る。 これに よ り,企 業 は,労 働者採用 の

自主権 を強 め,労 働 者 も職業選択 の権利 を強 めた。現在,契 約制労働者 は,

急速 に増大 してい る。 それか ら,有 能 な管理 者や経営者 を採用,育 成す るた

め に,召 還制 を実施 した。 また,労 働 者 は労働 の合理的組替 え,配 置替 えを

実施 した。

第3は,企 業が従業員 を解雇す る権 限 を与 え,転 勤 について も企業側 と従

業員側 との自主裁量 に よって決 め られ るようになった。

第4は,企 業 の経営者 や管理職 に関す る任命権 限の委譲 で ある。副 工場 長

レベ ル(日 本 で は副社長 クラスに相 当す る)の 経営者 の任 命 は,従 来の上級

官 庁 による任命 か ら,工 場 長 に よ りて提案 され,上 級 の官庁 の認可 を得 て決

定 され る ことになった。副工場長以下 の レベ ルの管理職 については,当 該企

業の工場 長 に任命権限が委譲 された。

第5は,労 働市場 の設立 であ る。人材 交流セ ンター,技 術労働者 交流所,

職業紹介所 な どの労働市場 が あち こちに作 られ,積 極 的 に就職 を斡旋 し,労

働力 の合理 的 な移 動が行 なえるよ うに した。
41)

雇 用制度改革の代表 であ る人材交流 セ ンターの事例 を見 てみ よう。92年 末

まで に中国各地 の人材交流 セ ンターに登録 した管理者 と技術者 は,約100万 人

にのぼ った。84年 に発足 した北京市人材交流 サー ビスセ ンター を見 る と,こ

こ数年業務 が急増 し,88年 か ら91年 まで に同セ ンター に登録 し,履 歴書 な ど
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の書類 を同セ ンター に預 ける人 は10倍 に増 えた とい う。 同セ ンター は さまざ

まな人材 交流活動 を展 開 し,求 人部 門 と転職希望者 に互 い に選 ぶ場 と情 報 を

提供 して いる。同 セ ンターは,大 規模 な人材 交流会 を17回 も開催 し,延 べ30

万人 に就業選択 の機 会の ほか,十 数省 ・市 と人材 ネ ッ トワー クを作 り,人 材

需給情 報 を交換 して いる。人材 交流 の方法 はい ろい ろあ り,人 材 交流懇談会

の開催,求 人企業 による募集,国 家公務 員試験,新 聞 ・雑誌 への求人 広告掲

載 な どが ある。特 に求人広告 が近年 注 目され てお り,外 資系企業 の求人広 告

がひ ときわ人 々の注 目を集 めてい る。統計 による と,人 材交流 に加わ る人 の

うち,外 資系企業,郷 鎮企 業,民 営企業 に移 った人 が90%以 上 に達 してい る。

とい うのは,そ れ らの企業 で は待遇や福 祉が良 いだ けで はな く,十 分 に才能

が発揮 で きるか らだ とい う。最近,国 営企業の高級技術者数人 が村営 の郷鎮

42)

企業 に転職 し,中 国 で議論 にな って いる。

中国政府 は,就 騰 旋 業 を発殿 せ る政策 を打 ち出 して い43).職 業紹介,

失業保険,職 業 訓練 と就職 斡旋 企業 を有機的 に結 んだ就職斡旋体 制 を確立 ・

整備 し,国 のマ クロ計画 と政策 的指導 の もと,企 業が 自主 的 に人 員 を採 用,

個人 が就職 競争 に参入 し,都 市 と農村 の全体 的協調 を図 り,社 会 がサー ビス

を提供 す る といった労働市場 を形成 す る政策 を とり始 めてい る。具体 的 には,

多様 な斡旋機 関 を発 展 させ,都 市 をカバ ー し,農 村 に まで及ぶ ネ ッ トワー ク

を形成 す る こと,業 務 訓練 と転職 訓練 を発展 させ るこ と,失 業保 険の範 囲 を

拡 大 し,失 業保険 を合理 的 に利 用 して,失 業 した労働者 の再就職 を促進 す る

こと,就 職斡旋 企業 を発展 させ,失 業 者 と企業 ・事業体 の余剰人員 を再就職

させ る能力 を高 める こと,等 の政策 を打 ち出 して いる。 中国 では,労 働市場

を大 い に発展 させ,国 営企業 の雇用 と配属 のメ カニズム をで きるだけ早 く労
44)

働 市場 と結 びつ ける ことを目標 に してい る。 そのほか,社 会保 険制 度 を整備

し,労 働 面 にお ける法律面 での整備 を急 いでい る。

② 賃金制度 の改革

次 に賃 金制度 の改革 について見 てみ よ う。賃 金制 度改革 の第1は,賃 金形
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　 ラ

式 についての企業へ の権 限委譲 で ある。企 業内部 の従業員 に対 す る配 分方式,

従業 員 に与 える給料 とボー ナス(奨 励金)の 水準 について,監 督官庁 は干渉

しな くな り,そ れ らの決定 は企業 の経営者 に任せ られ るよ うにな った。87年

か ら,企 業 内部 の賃金,ボ ーナ スの分配 方式お よび その水準 はすべて,企 業

の 自主裁量 になった。当該 企業 の賃 金制度 については,企 業 の自主的 な判断

で決 定す る ことがで きるようになった。 また,各 従業員 の給料 とボーナスの

水準 は企業 の経営者 によって決 め られ るよ うになったため,各 従 業員の所得

は各従業員 の能力 ・業績 によ り格 差が生ず る ことにな り,企 業内部の競 争が

促進 され,従 業員の労働 意欲 が刺激 され た。 すなわち,こ の賃金形式 の企業

への委譲 の主眼点 は,賃 金制度 の多様化 と能力 主義 の導入 であ る。 ボーナス

や 出来高払 い賃金 は,そ の代表 的制度 で ある。1979年 か ら中国 はボーナス制

度 と出来高賃金制度 を復活 させ,現 在で はそれ らの制 度 は}か な り普及 して

い る。多 くの企業で は,ボ ー ナス を企業 の業績 に応 じて分配額 を変 える変動

制 を とってい る。 ちなみに,賃 金総額 に占め るボーナ スの比率 は,1978年2

%,80年 が9.1%,85年 が15.1%,86年 が16.8%で あ り,年 々 その比率 は増加

してい る。 これ に加 え,国 営企業労働 者の賃金 の引 き上 げ を行 ない,労 働 者

の賃 金の絶対額 を増 加 させた。 この賃金調整 の結果,従 業員 の賃金水準 は,

1953年 か ら78年 までの年平均増加率 は1.25%に 過 ぎなか ったが,1979年 か ら

81年 までのそれ は7.96%も 増加 し,78年 以 前の6倍 以 上 と,急 激 に増加 した。

第2は,賃 金総額 に対 す る国か らの制限 の緩和 であ る。85年 度以降,経 営

責任請 負制 を実施 す る企業 において,賃 金総額 と当該企業 の経営成果 にス ラ

イ ドさせ,企 業 の賃金総額 に対 す る国の直接 的干渉 をや めsそ の代 わ りに賃
46)

金調整税 によって国 は企業 の賃金 を間接 的 にコ ン トロールす る ようになった。

87年 か ら,個 人所得税 が創 設 され,そ れ に よって高す ぎる所得 を抑 え,所 得

格 差 を調 節 している。現在,国 有企業 は以上 の改革 によって,企 業 の上納税

金 と利益が多 ければ多 いほ ど,従 業 員の給料 とボーナ スが多 くなるた め,企

業 の経営者 と従業 員の生産経 営意欲 が引 き上 げ られた。企業間 の業績の差 異
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によ り,労 働 者 の賃金 は異 な る結果 となる ことか ら,よ り企業業績 と賃 金 と

の結 び付 きが強 くなった と言 え よう。

第2節 中国の外資政策

2-1外 資導入 の現状

(1)外 国企業投資の進展

1979年 の経済体 制改革 の実施 に よ り外 国企業 の投 資が可能 となって以来
,

様 々な形 での外 国企業 の投 資 は増加 してい る。86年 か ら91年 までの契約 ベー

スでの 中国 の年次別 の形態別直接投 資受入れ状 況 を見 る と
,中 国への外 国直

接投 資 は,近 年順 調 に拡大 してい る。89年 のs .4天安 門事件 と経済調整政策 の

影響 で89年 下半期 か ら90年 上半期 までの約1年 間,足 踏 み状 態 を余儀 な くさ

れ たが,90年 下期 に入 って対 中投 資 は急速 に回復 した。91年 は,件 数 ・金額

とも前年度実績 の倍増 に迫 る急速 な伸 び を記録 した。92年 も中国へ の直接投

資 は驚異 的 な高水準 を維持 し,中 国通信 による と,92年 の契約 べ一 スの外 国

直 接 投 資 受 入 額 は575億1000万 ドル,前 年 度 の4 .8倍 に達 し鍵 。

93年 現 在 まで に設 立 され た各 種 の外 資 系 企 業 は,9万791社 あ り,そ の う ち

4万8764社 は,92年 に新 た に認 可 ・設 立 され た もの で ,こ の 数 は改 革 ・開 放
48)

後13年 間 の総数 を上 回 っている。 これ は,92年 か ら,急 速 に外 資導入 が拡 大

している ことを示 してい る。 中国の外 資企業 の輸 出入額 は中国 の貿易総額 の

4分 の1を 占める までになってい る。

92年 の外 国企業 の対 中投資 は,地 域的 に広が り,投 資構造 が多元化 に向 か

うとい う新 たな動 きが見 られた。

49)

外 国企業 の投資地域が拡大 してい る。80年 代 には,外 国企業 の投資 は主 に

沿岸 の開放地域 に集 中 し,内 陸省 ・自治 区の外資 導入額 は全国の7%を 占め

るにす ぎなかった。92年 は,沿 海開放 地域 で外国企業 の直接投 資が引 き続 き

急速 な伸 びを見せ る と同時 に,内 陸省 ・自治 区の外資利用 も大 きな発展 を遂
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げた。92年1月 か ら9月 までの内陸省 ・自治区で の外国投資が全国すべての

省 ・自治区 ・直轄市 に拡大 され た。

次 に,外 国投資が基礎的 な産業 に移 った。92年,交 通,運 輸,通 信業 が外

国投 資総額 に占めた比 率 は0.6%か ら6%に,不 動 産業 の比 率 は12。8%か ら

17.8%に それ ぞれ増 加 した。

国別 の対 中国投資状況 を見 る と,1992年 上半期 の国別の直 接投 資件 数,金

額 とも第1位 は香港,第2位 は台湾,第3位 は 日本,第4位 は米国 の順 とな

ってい る。特 に,台 湾 と香港 の躍進 が注 目され る。
50)

外資誘 致面 で中国政府 は新 た な方式 を試 みてい る。①合 弁の株 式会 社がす

で に上海,深 堀 な どで試行 され,成 功 をみた。②0部 の大 ・中型 国有企業 が

株 式(B種 株 を含 む)の 発行 を通 じて,技 術改善 のた めの資金 を調達 した。

③ 土地開発 を重点 とす る不動産業 はすで に外国企業が争 いあ う投資先 となっ

た,④ 外資銀行 の設立 を認 める地 区が しだ いに拡大 されてお り,深 坑 珠海,

汕頭,厘 門,海 南省 の5経 済特 区 と上海 に設立 された外国銀行 の駐在 員事務

所,支 店 な ど各種金融機 関 は270余 りに達 す る。⑤ 商業,貿 易分野での外資誘

致 はすで に上海 で突破 口が開かれた。以上が その例 で,最 後 の点 は,上 海第

1百 貨 公司 と日本 の国際流通 グループ ・ヤオハ ンが浦東 に合弁で設立 した大

型 スーパ ーマーケ ッ トが挙 げ られ る。 この スーパー は商品 の小売業務 を扱 え

るだ けで はな く,あ る程 度の商品輸 出入権 も持 ってい る。

(2)日 本企業の対中国投資

中国側 の統計 による と,日 本 か らの対 中投資 は91年 末 まで の累計で,契 約
51)

件 数1889件,契 約 額38億176万 ドル,実 行 額31億6900万 ドル で あ った 。 うち,

91年 は契 約 件 数599件(前 年比75.7%増),契 約 額5億8億1220万 ドル(同5.8

%増),実 行 額5億3250万 ドル(同5.8%増)と 契 約 べ 一 スで 大 幅 な伸 び とな

った。

日本 の大 蔵 省 が 発 表 した 対 外 直 接 投 資 届 け出実 績 に よ る と,91年 度(91年

4月 ～92年3月)の 日本 か らの対 中投 資 は246件(前 年 度 比49.1%),5億7920
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万 ドル(同65.9%増)と 金 額 ・件 数 と も大 幅 増 とな った。 これ は,日 本 の 対

ア ジ ア投 資 が 前 年 度比15.8%減 とな る中 で,例 外 的 な伸 び で あ る。 日本 の対

ア ジア地 域 投 資 に 占 め る中 国 の割 合 は,金 額 べ 一 ス で90年 の4 .9%か ら91年 度

は9.8%へ とシ ェ ア を拡 大 した。

92'x,93年 も対 中投資 は急増 して曙 。93年 第 、.四 糊 の 躰 の対 中投

資 は契 約 件 数 で4200件 余 り,金 額 は65万2000万 ドル で,実 行 額 は41万4000ド

ル に達 した。93年1～3月 は実 行 額 で92年 度 同期 を180%上 回 った
。

2-2外 資の積極 的導入一一 投資環境 の整備

中国で は,外 国か らの投資 を促進 す るため,そ の投 資環境 を積 極的 に整備

してい る。外資政策 として,機 構 整備,外 国投資関連法規 の整備
,経 済特 区,

経済技術 開発 区等 の設置,地 方政府 の 自主権 拡大,に 重点 をおいて きた。 こ

こで は,そ の なかで,外 国投資関連法規 の中心的法律 で ある中外合資経営企

業 法,お よび中外合 資経営企業法実施条例 を中心 として考察す る。 さらに,

経済特 区政策 と現状 につい て,最 近経済特 区に指定 され,各 方面 か ら注 目を

浴 びてい る海南島 について述 べ る。

(1)外 国投資関連法規の整備

1979年7月,外 国企業 との合弁 を促進 す るため,「中外合 資経営企 業法」(以

下 「合資法」 と称 す る)が 第5期 全人代第2回 大会 で採択 され,公 布 ,施 行

された。 その後,こ の法律 を補足,追 加 す る目的で,1983年9月 に 「中外経

営企業 法実施 条例 」が公布 された。合資法 は,90年4月 に一部改正(以 下 「改

正案」 と称 す)さ れた。 これ らの法律 に よ り投資 の法的環境 が大幅 に整 備 さ

濃 。

合作 経営 に関 しては,「 中外合作経営企業法 」が1988年4月 に公布 さ乳 独

資企業(100%外 資企 業)に 関 しては,86年4月 「外 資企 業法」 として制定 さ

れ,90年12月 にその実施細則 が公布 された。

製品輸 出企業 と先進技術企 業 に対 して特別 の優遇措置 を講 ず るた め,86年
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55}

10月 「外 国投 資者 の投 資奨励 に関す る規 定」が公布 された。

① 業 種

合資法実施条例 で は,外 資 との合弁企業 として認 め られ る業種 を規 定 して

い る。設立 を許可 され る業種 には,以 下が あ る(合 資法実施 条例第3条)。

(1)エ ネルギー開発,建 築材料工業,化 学工業,冶 金工業

(2)機 械 製造工業,機 器 ・計器工業,海 洋石油採掘設備 の製造業

(3)電 子工業,計 算機工業,通 信設備 の製造 業

(4)軽 工業,紡 績 工業,食 品工業,医 薬 ・医療機器工業,包 装工業

⑤ 農業,牧 業,養 殖業

(6)観 光 ・サー ビス業

中国政府 は,導 入業種 を選別 す る動 きが出 て きてい る。86年10月 に公布 さ

れた 「外国投資者 の投 資奨励 に関す る規定」 で は,製 品輸 出企業 と先進輸 出

企業 を特別 に優遇 す る方針 を明確 に打 ち出 してい る。

② 資 本

資本 に関 して は,外 資 側の投資比 率 は,25%を 下 らない もの とす る とい う

規定が あ る。諸外国 を見 て も,投 資比率 の上 限制 限が存在 す る国 はあ るが,

中国の ように下 限制 限があ る国 は少 ない。 外資が,中 国 に合 弁企業 を設立す

る意志 はあるが,中 国 に具体 的 な合弁相 手が いない場合,合 弁相手 を紹介す

る規 定が ある(合 資法実施条例第12条)。 すなわち,中 国国際信託公資,ま た

は関係省,自 治 区,直 轄市 の信託投資機 関お よび関係政府機 関,民 間組織 に

合弁 の相手 の紹介 を委託 す る ことがで きる,と い う規定で ある。

③ 取締 役会

取締 役会 の人的構成 に関 す る規定が あ る。

合資法 で は,董 事会(取 締 役会)の 構成 は,3人 以上 であ るこ と,董 事(取

締役)の 定 員配分 は,双 方の出資比率 に基づ き協 議 の上決定す るこ と,董 事

長(取 締 役会 長)は 中国側が任命派遣 し,副 董事長(取 締役副会長)は 外資

側が任命派遣 す る こと,総 経理(社 長),副 総経理(副 社長)は 外 資側 が担 当
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して も中国側が担 当 して もいい,等 の規 定が あ った(合 資法第6条
,合 資法

実施 条例第34条,40条)。 董事長 ポス トは,法 律 に よ り,い くら外資側 の出資

比率 が高 くて も外資側 が得 る ことがで きない点 で外資側 に強 い不 満が あ
った。

中国政府 は,合 資法改正案 で,こ の点 を改正 し,こ の規定 を次 の ように改

めた。 「董事長 お よび副董 事長 は合弁 の各 当事 者が協 議 して決 め るか
,ま た

は,董 事会 の選挙 で選 出す る。 中国側,外 国側 合弁者 の一方 が董事長 を務 め
56)

る ときは,他 方が副董事 長 を務 め る。」この改正 で
,外 国側 が取締 役会長 のポ

ス トに就任 す るこ とが可能 にな った。

④ 所得税 の減免 と海外送金

合弁企業 に対 す る所 得税 の減免規 定が あ る(合 資法第7条
,同 実施条例 第

71条,72条)。 世界 の先進 的技術 水準 を持つ合弁企業 は
,利 益 を上 げ始 めてか

ら最初 の2年 な い し3年 間,所 得税 の減免 を申請 す る ことが で きる
。 なお,

経済特 区,経 済技術 開発 区,経 済開発 区で の合弁企業 は,特 別 に所得税 の優

遇処 置が あ る。 このほか,合 弁企業創業 に必 要な機械 設備
,部 品,お よび合

弁企業 が生産 す る輸 出製 品 は,一 定 の範囲 内で関税 お よび工商統 一税(事 業

税)を 免除 され る規定 があ る。 この よ うに,所 得税,関 税等 の優遇措置 が,

徐 々 にで はあるが整備 され て きた。

海外送金 に関 して は,利 益,外 国籍 労働 者の賃金 とも原則 的 に海外送 金が

認 め られ ている(中 外合資経営企業法第10条,11条 ,同 実施条例79条)。

⑤ 原材料 の調達 と製品の販 売

合資法 では,合 弁企業 の原材料 の調 達 と製品 の販売 に関 す る規定 が ある
。

「合弁企業 の必要 とす る原材料,燃 料,付 属設備 等 においては
,中 国での購

入 を優先 させな けれ ばな らないが,合 弁企業 の 自 ら調達 した外貨 を使 って
,

国際市場 で直i接購入 す るこ とがで きる。合弁企業 に対 して は,中 国の国外 に

製 品 を販売 す る ことを奨励 す る。合弁企業 の製 品 は,中 国で販売 す るこ とが

で きる(合 資法第9条)」 。 しか し現実 には,86年 の中国の外 貨事情 の悪化 に

伴 って部 品,原 材料 の輸 入許可規制 によって,多 くの外資系企業 が操業 困難
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に 追 い 込 まれ 契.米 ア メ リカ ン モ ー タ,_....ズとの 合 弁 企 業 で あ る北 京 ジ ー プ 公

司,日 立 との合弁企業 であ る福建 日立電子機有 限公司等 は,そ の典 型的ケー

スで ある。中国の外貨事 情 に よって,部 品,原 材料,機 械設備 の海外調達 が

大 き く左右 され る ことは,合 弁企業経営上 の大 きな不安 要因 となって いる。

中国政 府 は,原 材料 の調達 は中国での購入 を優i先させ ることを原則 としつ

っ,外 資系企業 に対 して原材料 の購入 に関 して さまざまな優遇措置 を講 じて

きてい る。 原材料 の調 達 に関 してr外 国投 資者の投資奨励 に関す る規定(86

年10月)」 の ほか,「 外国投資企業が製 品輸 出契約 を履行 す るため に輸入 す る

材料部 品 に対 す る管理規定(86年11月)」,「 外 国投 資企業 の輸 出業許 可証 申請

に関す る実施 規則(87年1月)」 等 の規定 を公布 し,さ まざ まな優遇措置が取

られ てい る。

⑥ 外貨 バ ランス

合資法,同 実施条例 で,外 資側 が最 も不満 を持 ち,障 害 と考 えていた規定

の1つ は,外 貨バ ランスの問題 で ある。「合弁企業 の外貨収支 は,一 般 にバ ラ

ンスが保 たれ ていなけれ ばな らない。 ただ,認 可 された合弁企業 の フィー ジ

ビ リテ ィース タデ ィー,契 約書 に基 づ き,製 品が国内販 売 を主 としたた めに

外貨バ ランスが保 て ない もの につ いては,関 係省,自 治 区,直 轄市人民政府,

また は国務院所轄部門が留保 す る外貨 を もって調整解決 す る もの とす るが,

解決 で きない もの について は,対 外 経済貿 易部が 中国国家計画委員会 と共 に

認 可 し計 画 に繰 り入れ て解決 をはか る」とい う外貨 バ ラ ンスの規 定が ある(実

施条例75条)。 この規定 は,外 貨 バ ラ ンスの例 外的措置 を認 めてはいるが,現

実 には曖昧 な実施 が されてお り,こ の点で外資側 は強 い不満が あった。す な

わ ち,先 端技術 を有 してい るもの,輸 入代替 とな る もの について は中国側 が

外貨手 当 を行 う とされ てい るが,現 実 には,適 用 され る範囲が限定 され てお

り,し か も中国の外貨 事情 で左右 され不安定 であ る ところに不満が あった。

現実 に,こ のた めに合 弁企業 の操業 が困難 になってい る事例 が あ り,外 貨バ

ラ ンス問題 は中国投 資 にお ける最大 の問題点 であ った。
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中国政府 は,こ の よ うな外 資系企業 の外貨バ ランス を解決す るた めの政策
5s>

を実施 してい る。89年1月 に国務院 は,「中外合資経営 の外貨収 支均衡 問題 に

関 す る規定 」を公布 し,同 年10月 には,「外国投資者 の投資奨励 に関す る規 定」

を公布 した。投 資奨励 に関す る規定 では,「外 資系企 業間 において は
,外 為管

理部門 の監督 ・管理下,外 貨 の過不足 を相互 に調整 す る事が で きる(第14条)」

と規定 された。

この外貨 調整 業務 のた め,中 国 では,地 方 レベル,全 国 レベル の外貨調整

セ ンターが設立 された。85年 に中国 で最初 の外貨調整 セ ンターが深別 で設立

され,各 省 ・市 ・自治 区が相次 いで百余 りの外貨調整 セ ンター を開設 した
。

外貨取 引額 は91年 には204億 ドル に達 した。92年 には,中 国 で最初 の中央 レベ

ル の全 国外貨調整 セ ンターが北京 に設立 された。北 京全国外貨調整 セ ンタ0

は,中 央直属単位 や北京 にある外資企業 の外貨調整業務 を行 うだ けで はな く
,

全 国の外貨業務 を調整 す る機能 を果た し,中 国 の外国為替市場改革 の一層の

深化に積極的な役割を果たすことが期手寺されて認 。

⑦ 合弁期 限

合資法 において,外 貨バ ランス とな らぶ対 中投資 の障害 はs合 弁期 限の問

題 で あ る。

合弁企業 の合弁期 限 は,業 種 と事業 の具体 的状 況 に基づ きt合 弁双方が協

議 して決定 しf一 般 の事 業の合弁期限 は原則 として10年 か ら30年 とし,投 資

額 が大 き く,建 設 の工期 が長 く,資 金 の利 潤率 が低 い事業 につ いては,合 弁

期 限 を30年 以上 として もよい,と い う規定 が あった(合 資法第12条 ,同 実施

条例第100条)。 この合弁期限 の規定 は諸外 国で も例 が な く,外 資側が対 中投

資 をため らうか,投 資 して も小規模 な投資 に留 まる最大 の原因 であった。確

か に中国 は社会主義 国であ るか ら,外 資 との合弁企業 も将来 は中国資本 のみ

で経 営 した い とい う考 えは理解 で きる。 しか し,資 本主義 国の企業 の立場 よ

り見 る と,企 業 は将 来 に向 かって永遠 に経 営,運 営す るものであ る とい う考

え方が一般 的であ る。 特 に 日本企業 は,合 弁 に期 限 を設定 す るとい う考 えに
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は違和感 が あ る。

中国で もこの点 に気付 き,合 弁期 限 について は,合 資 法の改正 案で一 層の

緩和政策 を打 ち出 した。改正案で は,以 下 の よ うに改定 された。「合弁企業の

合弁期間 は,業 種,状 況 に応 じ,異 な る定 め とす る。0部 の業種 の合弁企業

は,合 弁期間 を定 めな ければな らない。___.部の業種 の合弁企業 は合弁期 間 を

定 める こ とも,合 弁期 間 を定 め ない こ ともで きる。」 この改 正案 で,合 弁 期

限 を設 定 しない形で合弁企業 の設立 の道が 開かれ た。

⑧ 雇用 に関 す る問題 雇 用 自主権

合資法 で は,合 弁企業 の従業 員の雇用お よび解 雇 につい て以下 の よ うに規

定 され ていた。「合 弁企業 の労働 者 ・職 員 の雇 用 お よび解 雇 は,法 律 に基づ

き,合 弁 企 業 の各 当事 者 の取 り決 め,契 約 に よ って定 め る(合 資 法 第6

条)」。 この規定 を受 けて,86年11月 「労働人事部 の外 資系企業の人 員採用 自

主権 お よび賃金,保 険料,福 利費 に関す る規 定」が公布 された。 この規定 で,

外 資系企業の従業員採用 に対す る自主権が確立 された。

この規定 の具体的 内容 として は以下 があ る。「外資系企業 は,生 産 ・経営 の

必要 に基 づ き,自 ら組織 と人 員構成 を決定 し,所 在地 区の労働 人事部 門の協

力 を得 て,独 自に従業員の募集 ・招聰 を行 い,試 験 に よって選抜 ・採用す る

ことがで きる。外資系企業 は,必 要 とす る技術者 お よび経営管理者 を現地 で

採用 で きない場合 には,所 在地 の省 ・自治 区 ・直轄市 労働人事部 門 を通 じて

関係地 区の労働人事部 門の同意 を得 て,他 地 区か ら招聰 す るこ とがで きる(第

1条(1))」。「外資系企業 は,使 用 また は研修 による不合格者,生 産条件 の変化

に よる余剰人員 を解雇 す るこ とがで きる。企業 の規律 ・制度 に違反 して,0

定 の損害 を与 えた従業 員 について は,情 状 に応 じ,免 職 を含む処分 をす る こ

とがで きる(第1条(4))」 。 「外資系企業の従業員 の賃金水準 は,所 在地 区の 同

業種の条件 の類似 した国営企業 の賃金 の100分 の120を 下 らない とい う原則 に

したが って,董 事会が決定 し,か つ企業 の業績 に応 じて逐次調整 す る(第2

条(1))」。
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⑨ 国有化 お よび収 用 に関す る問題

合資法改正案 では}合 弁企業 の国有 化お よび収用 に関 す る規定 が,新 た に

付 け加 え られた。改正案 では,以 下 の規定 が追加 された。「国 は合弁企業 に対

して国有化 お よび収 用 を行 なわ ない。特別 な状況下 で は
,一 般公共 の利益 の

必要 に基づ き,相 応 の保 障 を した上 で,法 律上 の手続 きに従 って合 弁企業 を

収用 で きる。」これ は,外 資 が投資企 業 に対 す る国有化 の懸念 を取 り除 き
y外

国か らの投資 の一層 の促進 を狙 った ものであ る。

② 対外開放 と経済特区政策

中国 は,外 国企業 か ら資本,技 術 を積極 的 に導入 し,経 済 を活性化 させ る

た めに対 外経済開放 区 を設置 した。1980年6月26日 ,全 国人民代表者大会 は

「広東省経 済特 区条例 」 を議決 した。 すなわち,広 東省 の深別 ,珠 海,仙 頭,

お よび福建省 の厘 門 に経 済特区が設 け られ るこ とにな った。経 済特 区 は,外

国企業 との合弁企業,合 作企業,お よび100%外 資 の企業が主 に活動 す る地域

で ある。 経済特 区で は,進 出企業 に多 くの優遇処 置 を与 えてい る。例 えば,

税金,土 地使 用費,出 入国管理等 で優遇措置 を講 じてい る。具体 的 な外資 に

対 す る優遇措置 として以下 が ある。

① 企業所得税 は15%と す る。

② 工商 統一税(地 方税)を 免税 す る。

③ 利潤 の再投 資(5年 以 上)部 分 の所得税 は免税 す る。

④ 利潤 の海外送金税 は免税 す る。

⑤ 合弁経営,合 作経営,独 資経 営の企 業が投資 す る生産設備,機 材,生

産 に必 要 な原材 料,部 品等 の輸入 につ いて は関税,輸 入工商税統一税 を

免除 す る。

⑥ 外資側人員 の生活必需 品 につ いて,項 目別 に状況 に応 じ,減 免税 とす

る。

⑦ 投 資額500万 ドル以上 の企業,先 進制企業,資 金 回収 の長 い企業 には,

特恵 を与 える。
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さ らに,中 国で は,対 外 開放 の一層 の促進政策 として,14の 沿岸港湾都市

を開放 す るこ とを決定 した。す なわち,1984年4月,沿 海部 にあ る都市 との

懇談会 を開催 し,天 津,上 海,大 連,泰 星 島,煙 台,青 島,連 雲港,南 通,

寧波,温 州,福 州,広 州,湛 江,北 海 島の14を 沿海開放 区 とし,お よび海南

島全体 を開放 す ることを決定 した。14都 市 の開発 区 は,外 資 に対 して,原 則

的 に経済特 区 に準 ず る優遇策 を与 える ことにした。 これ らの開放 政策 によ り,

中国で は外 国資本 導入が飛躍 的 に拡大 し,外 国 の先端 技術 導入 も活発 になっ

て いる。

1998年4月13日,海 南省 は広東省 の1行 政 区か ら正式 に格上 げされ,5番

目の経済特 区 とな った。海 南省 は,中 国で最 も将来 の発展が期待 され ている

地域 の1つ で あ り,外 資側 も高 い関心 を持 ってい る。海南省 は,中 国最南端

に位置す る台湾島 を除 けば中国最大(3万4000平 方キ ロ)の 島で ある。豊富

な天然資源 と農産物,水 産物 を持 ち,ま た観光 資源 も多 く,恵 まれた 自然環

境 を誇 ってい る。中国政府 は,こ の島 をア ジアNIESが 成功 した ような,外

国資本主導 に よる経済発展 を目指 してい る。

海南省経済特 区 は,他 の経済特 区以上 の優遇措置 を与 えて いる。88年5月
6p}

4日,「 海 南島へ の開発投資奨励 に関 す る国務院 の規定」を交付 しsそ の政策

を明 らか に した。 その 内容 の骨子 は,以 下で あ る。

① 海南省経済特 区では,よ り柔軟 で開放 した経済政策 を とり,海 南省政

府 に一層大 な 自主権 を与 える。

② 外 国投 資者 に対 し,国 有地 の有償使 用権 を認 め る。 その最長契約期間

は,70年 とす る。 なお,契 約期間満了後,継 続使 用が必要 な場合,許 可

を受 けて期間 を延長 す るこ とがで きる。 また,土 地使 用権 は,売 却,担

保 にで きる。

③ 外 資企 業の地 方所得税 につ いて,多 くの減免措置が あ る。

④ 企 業の建 設,生 産 に必要 な機械 設備,原 材料,部 品,交 通,運 輸手段,

その他 の物資 ・材料,及 び事務 用品 を輸 入す る場 合,関 税,産 品税 また
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は付加価値税 を減免 す る。

⑤ 製品輸 出 を奨励 す る輸 出製 品 につ いては,輸 出関税 を免除 し,原 則 と

してすで に徴収 した産 品税,ま た は,付 加 価値税 を還付 す る。

⑥ 海南 省経 済特 区で生産 され た製 品 は,輸 入制 限製品 を除 き中国の他 の

地 区へ 自主的 に販 売す る ことが で きる。 ただ し,そ の場 合,規 定 どお り

の税金,関 税 を支 払 うこととす る。

⑦ 製品輸 出,そ の他 の経営活動 によ り得た外貨収入 は,す べて外貨 現金

で留保 す る ことが で き,地 元 の中国人民銀行 の規定 に したが って管理 さ

れ る。企業 は,海 南島 または国 内の他 の地 区の外貨 調整 市場 で外貨 の過

不足 を調整 し,収 支のバ ラ ンスをはか るこ とがで きる。 つ ま り,他 の経

済特 区 との外貨 の相互調整 を行 うことがで きる。

⑧ 外資が得 た利益 は,企 業 の外貨預 金 口座 か ら自由に国外 に送金 す る こ

とがで き,送 金額 の所得税 は免除 され る。

⑨ 海南省 への外 国人 の滞在,観 光 に対 す るビザ手続 きは大 幅 に緩和,簡

素化 す る。

中国政府 は,以 上 の ような外 資優 遇策 の みな らず,海 南省 の工業基盤施 設

の整備 に努力 してい る。海南省経済特 区 は,中 国の これ か らの対外 開放政策

による経 済発展の最重点地域 の1つ であ り,そ の成 功の是 非 は中国の対外 開

放政策 のみな らず,中 国の経済発展 に大 きな影響 を与 える といって も過言 で

はあ るまい。

お わ り に

中国 は,以 上述 べた よ うに,経 済改革 と外資 導入政 策 に よ り,順 調 に経 済

成長が続 いてい る。 しか し,中 国 の経済改革 や投資環境 には,中 国政府 の努

力 に もかかわ らず,依 然 として多 くの問題点が あ る。

経済改革 に関す る問題点 として第1に,企 業改革の進展 が まだ十 分で ない
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こ とであ る。特 に,国 営企業 に対 す る経営 自主権 や工場長責任制 の実施 に問

題 が ある。中国政府 は,1992年7月 「全人民所有制工業企業経営 メカニ ズム

転 換条例 」 を交付 し,国 営企業 に さらに大幅 な 自主権 を与 えたが,現 実 には

国営企業 ではその実行が遅 れてい る。 国や地 方政 府が許認可権 な ど企 業 に対
61)

す る既得権 をなか なか手放 さない現 実が ある。工場長責任制 に関 して も,現

実 には企 業の共産 党委員会 と工場長 との間 には摩擦や衝突が あ る。

第2は,経 済改革政策 は経済的 には高度成長 を もた らしたが,反 面,社 会 ・

経済 ・環境 な どの面 で歪 み を生 み出 した ことで ある。 役人 の汚職 は依 然 とし

て蔓延 し,中 国の治安 は悪化 してい る。 中国人 に拝 金主義が広が ってい る。

盲 流 と呼 ばれ る農村 か ら都市部 へ の人 口の流入 が依然進 んで社会 問題 とな っ

ている。 また,環 境破壊が深刻 になって きてい る。以上 の ようなさ まざまな

歪 みが 中国では生 じて きてい る。 これ らの問題 を解決 しなが ら,ど う経済 を

発展 させ てい くか,中 国政府 は難 しい舵取 りが今後要求 され よう。

外資政策 の問題 点 として第1に,外 貨バ ラ ンスの問題が あ る。今後,中 国

の外資系企業が製品 をほ とん ど輸 出す る とい う輸 出指 向型 のみな らず,中 国

市場へ の販売 を目的 とした現地市場型 の中国進 出が増 大す る と予想 され る状

況 において,外 資 系企業 に とって外貨 バ ラ ンスの問題 は重要で ある。 中国政

府 は,一 層の外貨 バ ランス緩和 政策 と外国為替市場育成が必要で あろ う。

第2は,合 弁期限 の問題で あ る。 中国で は,一 般 の事業 の合弁期 限 は原則

として30年 としていたが,最 近,一 部 の業種 について は合 弁期 限 を定 めな く

て もいい と一部緩和 された。 しか し,依 然 として多 くの合弁企業 は合弁期 限

を設定 す る必 要が ある。世界 の多 くの国 に合弁企業 に合弁期限 とい う制度が

存在 せず,こ の合弁期限が外資進 出の障害 になってい る現状 か らして,今 後

よ り一層 の緩和措置が必要 とされ よう。

第3は,外 国投資関連法 の整備 に もかかわ らず,法 律 の運 用や解釈 に問題

が あ るこ とであ る。役人 が恣意 的 に法律 を解釈 した り,賄 賂 に よって法律 の

運用 が左右 された り,官 僚 主義的体 質 に よ り決定 に時間が かか った りす るな
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ど,中 国で は実際の法律 の運用 す る一部 の行政機 関 に問題 が ある
。

第4は,外 国企業 の投資 環境 としての中国 のイ ンフラス トラクチ ャーの整

備 が まだ遅 れ ている こ とであ る。電力,通 信 ,港 湾,道 路,鉄 道 とい った基

礎 的イ ンフラス トラクチ ャーが未 だ決定的 に立 ち後 れて いる
。

以上 の ように,中 国の企業経 営環境 は多 くの問題点が 山積 す るが
,中 国 は

世界 で最 も経済成長が期待 され てい る国で ある。筆 者 は,中 国 の企業経営環

境 について,今 後 注意 深 く見守 ってい きたい と考 えてい る。
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25)
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「中国 通 信 」1993年5月1日 号 。

「中 国通 信 」1993年6月30日 号 。

「中 国 通 信 」1993年1月20日 号 。

「中 国 通 信 」1993年1月26日 号 。

「中 国通 信 」1993年1月26日 号 。

「中 国通 信 」1993年6月28日 号 。

「中国 通 信 」1993年1月16日 号,お よび1月20日 号 。

1993年1月15日 に国務 院 よ り出 され た,「証 券 市場 の マ ク ロ管 理 の一 層 の強 化

に関す る通達 」の主要 な要 旨は次 の通 りである。

証 券発行 と上場 の質 を確保 し,「 公開,公 正,公 平 」の原則 を体現 す るため,

証券 の発行手続 きを規定 してい る。株 式市場 への上場 の手続 きは次の通 りとす

る。認可 済みの株 式制 実験企 業 につ いては証券監督管理委員会 の認定 を うけた

資産評価 機関 と会計士事務所 に よる資産評価 と財務審査 の後,企 業所在地 の省

クラス また は計画単列市 の人民政府 に株 式公募,上 場 の 申請 を提 出す る。 そ し

て,地 方企業 は省 クラス また は計 画単列市 の人民政府が,国 か らその地 区に与

え られた粋 内で審査 ・認可 し,中 央企業 はその主管官庁 が企業所在地 の省 クラ

ス または計画単列市 の人民政府 と協議 して,国 か らその官庁 に与 え られた発行

申請 は証券監督管理委 員会 に送付 して資格再 審査 を行 った後,上 海,深 堀両証

券取 引所 の発行 上場 委員会が審査,認 可 し,証 券監督管理委員会 に届 け出て,

15日 以 内に異議 申 し立 てが なけれ ば発行 で きる。 いつ上場 す るか は,証 券取 引

所発行上場委 員が決 め る。

93年 の証券 発行規模 は,証 券委員会が関係官庁 か ら出 された計画 に基づ き,

中国の経済発展状 況 を勘案 して計画提案 を出 し,国 家計画委員会 で総合調整 し

た後,国 務院 の審査,承 認 を受 ける。

証券市場 をさらに開放 し,統 一管 理 を強化 した うえで,証 券 フ ァン ド,転 換

社債,信 託 受益証 券 な ど新商品 の実験 を積極的 に進 め,証 券市場 を豊富 に し,

活発 に しなければな らない。

現在,中 国証券市場 の関係 法規 は,未 整備 で あ り,関 係各 官庁 は証 券市場 に

関わ る対 外開放 の作 成 に当た って,事 前 に証券委員会 と協議す る必要が あ る。

若干の企業 を選 んで海外で株式 を公募,上 場 す る ときは,証 券委 員会 の統一 的

配置 の も とに行 い,か つ証券委 員会の審査,認 可 をうけなけれ ばな らず,各 地

方,各 官庁 でそれぞれ勝手 にや って はな らない。
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28)「 中 国 通 信 」1993年6月14日 号 。

29)「 人 民 中 国 」1988年7月 号pp38-41 。

30)任(1991)p.60。

31)総 合 研 究 開 発 機 構(1986)pp .35-53。

32)ド 北 京 週 報 」1992年8月11日 号(第32号)pp .5-fi。

33)「 北 京 週 報 」1988年5月3日 号(第18号)・!i-19
。

34)「 北 京 週 報 」1988年7月5日 号(第27号)p .27。

35)任(1990)pp.153-156。

36)f壬(1991)pp.140-147。

37)関 口(1991)p.18。

38)f壬(1991)pp.152-166。

39)遊(1993)ppユ64-165。

40)千(1990)pp.2Q6-215。

41)「 北 京 週 報 」1993年2月2日 号(第5号)p .7。

42)「 北 京 週 報 」1993年5月4日 号(第18号)pp .23-25。

43)「 中 国 通 信 」1993年2月4日 号 。

44)「 中 国 通 信 」1993年5月11日 号 。

45)千(1990)pp.207-213。

46)中 国 で の 賃 金 調 整 税 ま で の 推 移 を見 て み よ う。(任(1990)p。218)

84年,国 営 企 業 に お い て 利 潤 か ら税 金 へ の 改 革(利 改 税)が 行 わ れ た
。 これ

に伴 って企業 が国の計 画 を全面 的 に完成 するか あ るいは納税額 が増加 した場 合

には,賞 与 の上限 を決 めず累進性 の賞与税 を徴収 す る ことになった。具体 的 に

は,賞 与 額が2カ 月半 の賃金額 にあた る場合 は免税 ,4カ 月 の賃金 にあた る場

合 は30%,6カ 月の賃 金 にあた る場合 は100%,半 年以上 の場 合 は300% ,と い う

ように賞与税 を納 め る ことにな った。 この ような改革 に よって企業 と従 業員の

収 入 は企業 の経営成果 と結 びつ くよ うにな り,企 業 内部で従業員 の賃金,賞 与

を改革す る道 を開 いた。

85年,一 部 の企業 で賞与総額 を利益 と税金 に関連 させ る連鎖 制が試行 された
。

利潤 と税金が1%増 加 した ら,賃 金総額 を0 .3～U.4%増 加 させ る とい うもので

ある。 この場 合 も年間 の賃金総額 が7%を 超 える ときには賃金調整税 を納 める

こ とにな る。 この ほか機関 と事業単位 で,基 本給,職 務 級,年 功級 を組 み合 わ

せ た構造賃金制 が実施 され た。現在,賃 金総額 と企 業の経営成 果 との連鎖制 を
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実施 してい る企業 は全体 の20%を 占めてい る。 この連鎖制 には大別 して2種 類,

細 か く分 ける とさ らに形 態が分かれ る。1つ は,賃 金総額 と利潤 と税金 の連 鎖

制で あ り,も う1つ は請負賃金制 であ る。後者 はさらに3つ の形態が あ る。炭

鉱,セ メ ン ト業種 で実施 された屯 当た りの賃金請 負制,建 設業 の100元 当た り売

上高 の賃金請 負制,鉄 道,港 湾 な どの業種 のキロ ・トン当た りの賃金請負制で

ある。

86年 にな ると賃金制度 はさらに改善 された。 それ と同時 に企業 の経営権 と所

有権 の分離 を実現 させ るため に,国 は国の規定 した賃 金総額 と政策 の許 す範 囲

内で賃 金 と賞与 の分 配権 を企業 に委譲 した。 また,賞 与税 の最低税率 も30%か

ら20%へ,最 高税率 も300%か ら200%へ と切 り下 げ られた。
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「中国 通 信 」1993年3月26日 号 。

「中 国通 信 」1993年3月10日 号 。

「中 国通 信 」1993年2月26日 号 。

「中 国 通 信 」1993年2月26日 号 。

日本 貿 易 振 興 会(1993)pp.243-244。

「中 国通 信 」1993年7月13日 号 。

中 外 合 資 企 業 法,同 実 施 条 例 に っ い て は,日 中経 済 協 会(1985)参 照 。

「北 京 週 報 」1988年6月21日 号(第25号)pp.26-27。

日中経 済 協 会(1989)pp.225-228。

内 藤(1992)pp.140。

日本 貿 易 振 興 会(1988)p.166。

上 野(1990)p.79。

τ北 京 週 報 」1992年9月15日 号(第37号)p.32。

「北 京 週 報 」1988年3月30日 号(第35号)pp.24-26。

「日本 経 済 新 聞 』1993年7月17日 号 。
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